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宋
代
雨
湖
地
域
に
お
け
る
市
舶
司
行
政

山

崎

畳

士

は

じ

め

に

一
雨
漸
市
舶
司
か
ら
民
間
海
商
へ
の
文
書
護
給

二
雨
前
市
舶
司
と
関
係
所
司
と
の
文
書
往
来

三
雨
前
市
舶
司
と
中
央
戸
部
と
の
財
政
文
書
関
係

結
び
に
か
え
て
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は

じ

め

(
1
)
 

九
世
紀
以
降
、
東
ア
ジ
ア
海
域
に
お
け
る
海
上
交
易
の
盛
行
は
、
東
ア
ジ
ア
海
域
で
の
中
園
海
商
の
登
場
を
そ
の
主
な
要
因
と
し
、
中
園
海

商
の
活
動
範
園
も
や
が
て
東
は
日
本
・
朝
鮮
か
ら
、
南
は
マ
レ

1
半
島
(
カ
ラ
あ
る
い
は
カ
ラ
パ
1
ル
)
に
ま
で
お
よ
び
、

(
2
)
 

ド
牛
島
西
岸
(
ク
l
ラ
ム
・
マ
ラ
イ
)
に
ま
で
達
し
た
。
ま
た
黄
呆
の
乱
に
よ
っ
て
一
時
的
に
ア
ラ
ブ
海
商
の
空
白
と
な
っ
た
南
シ
ナ
海
に
侵
入

一
回
世
紀
に
は
イ
ン

す
る
こ
と
で
、
中
園
海
商
は
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
足
掛
か
り
を
得
、
さ
ま
ざ
ま
な
南
海
物
資
を
中
園
へ
も
た
ら
し
、
ま
た
日
本
や
高
麗
へ
と
轄
責

し
て
い
っ
た
。
同
様
に
中
国
海
商
は
日
本
・
高
麗
の
様
々
な
商
品
を
買
い
求
め
に
出
帆
し
、
ま
た
一
時
避
難
し
て
い
た
ア
ラ
ブ
海
商
等
の
南
蕃

商
人
も
以
後
多
く
の
香
薬
を
慶
州
や
泉
州
、
明
州
な
ど
に
持
ち
込
ん
だ
。

こ
う
し
た
海
上
交
易
の
盛
行
に
よ
っ
て
、
中
園
園
家
は
新
た
に
沿
海
地
域
に
お
け
る
地
方
行
政
(
仮
に
沿
海
行
政
と
呼
ぶ
)
の
問
題
に
直
面
す



る
こ
と
と
な
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
市
舶
使
・
市
舶
司
及
び
沿
海
巡
検
司
・
沿
海
制
置
使
等
の
設
置
で
あ
る
。
特
に
宋
代
に
お
け
る
沿
海
行
政
に
つ

い
て
簡
車
に
整
理
し
て
お
く
と
、
以
下
の
よ
う
に
匝
分
で
き
る
。

(
A
)
「
市
舶
」
闘
係
、
①
貿
易
、
②
外
交
。

(
B
)
「
海
防
」
闘
係
、
①
警
固
、

②
封
賊
防
衛
。

(
C
)
沿
岸
行
政
、
①
漂
流
針
策
、
②
漁
民
・
海
上
民
統
治
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
最
後
の
漁
民
・
海
上
民
統
治
に
閲
し
て
は
、

九
世
紀
以
降
の
海
上
交
易
の
盛
行
と
直
接
的
に
関
係
し
て
登
場
し
た
も
の
で
は
な
く
、
中
園
王
朝
の
支
配
が
沿
岸
部
に
及
ん
だ
時
か
ら
賓
施
さ

(

4

)

(

-

J

)

 

(
B
)

の
海
防
に
闘
し
で
も
、
南
朝
時
代
の
孫
思
・
慮
循
の
乱
や
、
唐
代
の
呉
令
光
の
乱
を
想
起
す
る
ま
で
も

れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た

な
く
、

や
は
り
歴
史
的
に
問
題
と
な
っ
て
き
た
政
治
課
題
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
特
に
元
末
以
降
に
お
け
る
倭
冠
問
題
は
頗
る
時
事
問
題
化
し
て

お
り
、
海
上
交
易
盛
行
の
結
果
と
見
な
さ
れ
る
。

そ
し
て

(
A
)
市
舶
に
閲
す
る
行
政
は
、
宋
代
に
お
い
て
は
主
に
雨
斯
・
幅
建
・
唐
南
地
域
に
設
置
さ
れ
た
市
舶
司
に
お
い
て
貿
易
と
外
交

を
捨
首
し
た
。
貿
易
に
閲
し
て
概
述
し
て
お
く
と
、
ま
ず
中
園
商
人
の
出
園
規
定
、
と
り
わ
け
渡
海
誼
明
書
(
「
公
滋
」
)
の
護
給
が
畢
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て
中
国
商
人
の
時
国
及
び
外
園
商
人
の
到
来
に
は
、

一
定
の
審
査
の
あ
と
舶
来
物
貨
に
封
す
る
課
税
(
「
抽
解
」
)
と
官
に
よ
る
先
行
買
付
け

(
「
博
買
」
)
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
抽
解
・
博
買
を
経
た
物
貨
を
商
人
が
別
庭
へ
縛
買
す
る
こ
と
が
や
が
て
許
可
さ
れ
、
そ
の
場
合
に
も
抽
解
・

61 

博
買
詮
明
書
及
び
リ
ス
ト
(
「
引
目
」
)
な
ど
が
市
舶
司
に
よ
っ
て
護
給
さ
れ
る
。
そ
の
後
市
舶
司
は
課
税
や
買
付
け
た
物
貨
を
一
部
首
都
へ
迭

(
6
)
 

納
(
「
上
供
」
)
し
て
、
残
り
は
在
地
で
貰
却
(
「
山
責
」
)
し
た
。
こ
こ
で
中
央
(
特
に
南
宋
で
は
戸
部
)
へ
の
曾
計
報
告
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

ま
た
商
人
な
ど
が
脱
法
な
ど
に
よ
っ
て
問
題
を
起
こ
し
た
場
合
、
市
舶
司
は
関
係
所
司
や
他
の
市
舶
司
と
連
絡
を
持
ち
、
問
題
解
決
を
圃
っ
た
。

(
7
)
 

唐
代
に
お
け
る
市
舶
行
政
と
の
遠
い
を
述
べ
て
お
く
と
、
先
述
の
よ
う
に
、
唐
末
の
九
世
紀
以
降
よ
り
漢
人
海
商
の
渡
海
貿
易
が
盛
行
し
た

結
果
、
と
り
わ
け
漢
人
海
商
に
封
す
る
政
策
(
渡
航
制
限
や
公
惣
規
{
疋
)
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
そ
こ
か
ら
費
生
す
る
巨
額
の
利
盆
は

国
家
財
政
を
潤
し
、
ひ
い
て
は
そ
の
不
可
扶
な
要
素
と
な
っ
て
い
く
。
よ
っ
て
海
上
園
家
を
模
索
し
た
呉
越
園
ゃ
、
沿
海
の
闘
・
南
漢
か
ら
宋

朝
園
家
に
か
け
て
は
じ
め
て
市
舶
・
海
防
行
政
、
す
な
わ
ち
沿
海
行
政
が
中
園
園
家
に
お
け
る
重
要
な
政
治
課
題
と
化
し
て
い
く
と
言
っ
て
大

61 

過
な
い
で
あ
ろ
う
。
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宋
代
市
舶
司
に
閲
す
る
研
究
は
頗
る
多
い
。
そ
の
古
典
的
研
究
と
し
て
藤
田
豊
八
氏
・
石
丈
済
氏
の
労
作
が
奉
げ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
市

舶
制
度
の
基
礎
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
市
舶
官
制
に
つ
い
て
土
肥
祐
子
氏
は
藤
田
氏
の
研
究
を
よ
り
精
椴
に
進
め
、
そ
の
市
舶
官
制
の

饗
遣
が
中
央
に
お
け
る
政
情
と
リ
ン
ク
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
中
村
治
兵
衛
氏
は
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
研
究
を
受
け
て
、
石
刻
史
料

を
博
覧
し
て
よ
り
詳
細
に
明
州
市
舶
官
制
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
近
日
で
は
榎
本
渉
氏
が
日
本
史
料
を
博
捜
し
、
日
宋
貿
易
・
交
流
に
お
け

る
明
州
(
市
舶
司
)
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
筆
者
も
南
宋
代
の
明
州
に
お
け
る
市
舶
行
政
の
手
順
を
整
理
し
、
都
市
の
空
間
構
造
と
海

(
9
)
 

外
貿
易
管
理
の
関
係
性
を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

(
日
)

ま
た
近
年
に
お
い
て
は
沿
海
行
政
に
閲
す
る
研
究
が
盛
況
を
呈
し
て
お
り
、
拙
文
は
多
く
そ
う
し
た
研
究
に
依
る
が
、
雨
漸
地
域
に
お
け
る

市
舶
司
行
政
の
成
立
・
饗
遷
過
程
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
課
題
を
残
し
て
い
る
の
で
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。
前
稿
で
は
、
南
宋
に
お
け

る
市
舶
行
政
と
都
市
構
造
と
の
関
係
性
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
本
稿
で
は
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
市
舶
行
政
の
成
立
過
程
を
追
っ
て
み
た
い
。
こ

こ
で
雨
崩
地
域
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
史
料
が
比
較
的
豊
富
に
残
る
こ
と
も
然
る
こ
と
な
が
ら
、
九
世
紀
以
降
園
際
交
易
の
舞
蓋
と
し
て
雨
崩
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地
域
が
登
場
し
、
雨
漸
地
域
出
身
の
海
商
が
海
上
交
易
に
参
書
一
し
、
呉
越
園
時
代
か
ら
宋
代
以
降
、
同
地
域
で
海
上
交
易
に
閲
す
る
行
政
が
新

た
に
始
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
沿
海
行
政
を
理
解
す
る
に
は
格
好
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

特
に
以
下
の
丈
書
護
行
に
閲
す
る
雨
斯
市
舶
司
行
政
三
種
を
扱
い
た
い
。

一
つ
は
市
舶
司
と
民
間
と
の
聞
に
お
け
る
丈
書
、

つ
ま
り
中
園
海

商
に
護
給
す
る
公
患
に
閲
す
る
手
績
き
、

一
つ
は
市
舶
司
や
閲
係
役
所
と
の
丈
書
等
に
よ
る
情
報
惇
達
、
今
一
つ
は
雨
斯
市
舶
司
と
中
央
政
府

と
の
や
り
取
り
に
つ
い
て
で
あ
る
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
市
舶
司
行
政
に
よ
る
歳
入
は
宋
代
を
下
る
ご
と
に
(
特
に
孝
宗
朝
以
降
)
増
加
し
、
そ

の
合
計
報
告
等
が
極
め
て
大
き
な
政
治
課
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
特
に
中
央
と
の
闘
係
に
つ
い
て
は
財
政
報
告
に
絞
っ
て
論
じ
た
い
。
こ
れ

ら
三
種
の
丈
書
護
行
に
ま
つ
わ
る
雨
湖
市
舶
司
行
政
を
検
討
す
れ
ば
、
宋
代
に
お
け
る
市
舶
司
行
政
の
新
た
な
一
面
も
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

と
思
わ
れ
る
。
従
来
の
研
究
で
は
市
舶
司
官
制
の
解
明
に
比
重
が
置
か
れ
、
ま
た
市
舶
司
研
究
は
中
央
行
政
と
の
関
わ
り
で
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と

が
多
か
っ
た
が
、
宋
代
よ
り
始
ま
っ
た
沿
海
行
政
の
一
環
で
あ
る
市
舶
司
行
政
は
ま
ず
沿
海
地
域
と
い
う
一
地
方
で
執
行
さ
れ
て
い
た
。
以
下



本
論
で
見
る
よ
う
に
、
そ
の
文
書
往
来
よ
り
見
た
行
政
の
有
り
様
か
ら
す
る
と
、
中
央
行
政
に
占
め
る
市
舶
司
行
政
の
比
重
は
そ
れ
ほ
ど
大
き

く
な
く
、
沿
海
地
域
で
現
賓
に
始
ま
っ
た
新
た
な
貿
易
に
閲
す
る
動
向
は
市
舶
司
を
中
心
と
す
る
一
地
方
官
府
で
慮
理
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
は
市
舶
司
行
政
は
や
は
り
地
方
行
政
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
南
宋
後
期
に
な
る
と
市
舶
司
に
お
け
る
貿
易
か
ら
あ
が
る
利
益
の

園
家
財
政
に
占
め
る
割
合
が
増
加
し
、
重
要
政
治
課
題
化
す
る
よ
う
に
な
る
。
宋
代
に
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
雨
漸
市
舶
司
行
政
に
お
け
る
丈
書

往
来
の
検
討
を
通
し
て
、
宋
代
専
制
固
家
に
お
け
る
沿
海
行
政
の
特
徴
や
政
治
上
の
重
要
化
へ
の
嬰
遷
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の

目
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
歴
史
的
位
置
づ
け
の
捉
え
な
お
し
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
お
本
来
で
あ
れ
ば
市
舶
行
政
の
う
ち
外
交
関

係
も
扱
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
丈
で
は
割
愛
し
別
の
機
舎
に
論
じ
た
い
。

雨
湖
市
舶
司
か
ら
民
間
海
商
へ
の
文
書
護
給

(
a
)
 

編
救
に
見
え
る
公
恵
護
給
規
定
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市
舶
司
が
民
間
の
海
商
に
護
給
す
る
丈
書
に
は
、
海
外
渡
航
誼
明
書
で
あ
る
「
公
恵
」
(
あ
る
い
は
公
擦
)
と
轄
責
誼
明
書
で
あ
る
「
引
目
」

等
が
あ
っ
た
。
そ
の
う
ち
、
漢
商
が
外
園
へ
出
帆
し
、
海
外
物
貨
を
購
入
す
る
た
め
に
は
、
出
園
の
た
め
の
詮
明
書
で
あ
る
「
公
恵
」
を
取
得

せ
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
を
民
間
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
文
書
護
行
の
中
心
と
見
て
よ
い
。

以
下
に
見
る
中
園
海
商
に
封
す
る
海
外
渡
航
詮
明
書
で
あ
る
公
患
に
閲
し
て
は
、
太
宗
の
端
扶
二
年
(
九
八
九
)
に
中
圃
海
商
は
雨
漸
市
舶

(
日
)

司
に
陳
牒
し
て
か
ら
「
官
券
」
の
護
給
を
受
け
ね
ば
出
固
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
の
詳
し
い
内
容
は
惇
わ
ら
な
い
。
そ
の
委
細

(ロ)

よ
く
引
用
さ
れ
る
蘇
戟
「
乞
禁
商
族
過
外
国
状
」
に
引
く
各
種
編
救
に
詳
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
元
豊
か
ら
元
茄
年
間

に
つ
い
て
は
、

に
か
け
て
法
制
上
、
公
患
麓
給
制
度
が
備
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
以
下
に
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。
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一
、
慶
暦
編
救
。
客
放
の
海
路
に
於
い
て
商
販
す
る
者
は
、
高
麗
・
新
羅
及
び
登
莱
州
界
に
往
く
を
得
ず
。
若
し
徐
州
に
往
か
ば
、
劃
例
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に
調
ら
く
劃
す
る
拙
の
州
軍
に
叫
閃
い
て
、

劃
闘
剖
引
ぺ

Uo
』
引
い
辺
倒
材
対
布
引
同
国
↓
↓
一
割
引
召
U
J
u
v
賓
山
遇
制
調
見
町
署
器
出
週
引
白
川
叫
噛
引
引
制
白
山
自
制
刑
制
制
明
ハ
w

叩
説
明
引
開
州
出

到
む
過
越
す
配

U
E
U
M
J仁
志
紺
罫
保
明
示
山
配
紅
劃
十
。
官
司
同
時
引
は
域
は
鉛
践
的
回
総

先
に
官
司
を
綱
引
制
問
し
、

制
す
る
聞
の
行
自
創
刊
、
某
州
割
叫
組
き
て
邑
買
せ
ん
と
在
す
る

ょ
。
如
し
候
約
に
遣
い
及
ぴ
海
船
に
公
恵
無

き
こ
と
有
ら
ば
、
諸
色
人
の
告
捉
す
る
を
許
し
、
船
物
は
益
ぴ
に
浸
官
し
、
の
お
物
慣
銭
を
佑
し
、

一
宇
を
支
し
て
告
人
に
輿
え
て
賞
に

充
て
、
犯
人
は
達
制
の
罪
に
科
せ
。

一
、
嘉
一
桁
編
救
。
客
様
の
海
道
に
於
い
て
商
販
す
る
者
は
、
高
麗
・
新
羅
に
往
き
及
び
登
莱
州
界
に
至
る
を
得
ず
。
若
し
徐
州
に
往
か
ば
、

胡
間
叫
綱
引
引
割
引
創
出
川
州
軍
叫
刺
州
司
1
封
叫
割
司
劃
綱
引
制
制
U
1割
引
割
問
削
相
関
剖
伺
1
胡
川
用
叫
組
劃
司
自
動
制
州
出
制

引
刻
剖
聞
出
判
ペ
リ
。
引
引
い
2
州
制
対
布
引
居
間
↓
「
一
割
引
召

υで
W
1
1

賓
叫
昌
明
荊
列
的
軍
器
出
週
引
叫
噛
引
引
制
白
山
引
対
帯
制
引

v
l
t

割
引
引
阿

川
地
到
出
週
越
明
石
川
同
E
U切
明
出
組
問
賄
側
明
引
引
創
出
問
ボ
ハ

0

同
司
同
時
引
は
時
は
公
爵
計
回
総
司
品
。
如
し
候
約
に
達
い
及
び
海
船
に
公

患
無
き
こ
と
有
ら
ば
、

諸
色
人
の
告
捉
す
る
を
許
し
、

船
物
は
並
ぴ
に
浸
官
し
、

の
お
物
慣
銭
を
佑
納
し
、

一
半
を
支
し
て
告
人
に
輿
え
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て
賞
に
充
て
、

犯
人
は
達
制
を
以
て
論
ず
。

一
、
県
寧
編
救
。
諸
そ
客
族
の
海
遁
に
於
い
て
商
販
す
る
に
、
起
護
の
州
に
州
閃
い
て
閥
刺
し
、
朝
す
る
聞
の
行
貨
名
州
、
某
劇
凶
組
き
て

出
|
劃
引
劃
劃
開
封
咽
判
。
端
ぃ
且
州
制
対
布
引
創
出
向
↓
↓
JU川
副
司
U
J
U
W
費
叫
禁
制
山
的
対
刑
制
剖
明
ハ
w

刷
出
叩
説
明
引
例
刷
出
剣
山
幻
週
越
世
引
出
柑
目
指

保
明

4
k
o
郡
司
同
時
引
同
時
同
保
廓
計
回
総

海
道
よ
り
界
河
に
入
り
、

及
び
北
界
・
高
麗
・
新
羅
井
び

に
登
莱
界
に
往
き
商
販
す
る
者
は
、
各
ぞ
れ
徒
二
年
。
:
:
:
(
中
略
)
:
:
:

一
、
元
一
柿
編
救
。
諸
そ
商
買
の
海
道
よ
り
外
蕃
に
往
き
て
興
販
す
る
を
許
す
に
、
並
び
に
人
船
物
貨
名
妻

-
E詣
去
由
胞
を
具
し
て
、

E
N

在
|
叫
川
叫
刷

U
、
似
料
桝
ぃ
2
川
川
材
対
布
引
用
ゴ
一
川
計
百

UM--材
賀
川
川
内
同
県
器

V
1
1

岩
引
い
凶
遇
制
叫
柄
引
山
町
唱
器
出
週
引
同
唱
引
刷
物
山
的
対
南
世

J

日
l
l

矧
問
叫
叩
説
明
ハ
引
開
州
出
剣
山
引
越
週
世
討
引
創
出
費
伺

U
、
州
同
識
は
勝
鷲
は
も



お
公
擦
を
給
い
す
万
め
て
轄
す
。
回
る
日
を
候
ち
、
合
に
護
舶
す
べ
き
州
に
於
い
て
住
舶
す
る
を
許
し
、
公
擦
は
市
舶
司
に
納

め
よ
。
即
し
公
擦
を
請
わ
ず
し
て
檀
行
し
、
或
い
は
乗
船
し
て
海
道
よ
り
界
河
に
入
り
、
及
び
新
羅
登
莱
州
界
に
往
く
者
は
、
徒
二
年
、

五
百
里
編
管
と
す
。

こ
の
史
料
は
元
祐
四
年
(
一

O
八
九
)
に
泉
州
海
商
が
高
麗
と
交
易
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
事
件
等
に
封
し
て
、
知
杭
州
で
あ
っ
た
蘇

載
が
歴
代
の
編
救
を
列
記
し
て
い
ず
こ
に
問
題
が
あ
る
の
か
を
遮
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
公
恵
護
給
に
闘
し
て
の
沿
革
も
記
さ
れ
て

い
る
の
で
、
分
析
を
進
め
て
み
よ
う
。

慶
暦
編
救
の
傍
線
部
同
を
見
て
み
る
と
、
の
ち
の
出
固
手
績
き
規
定
の
基
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
出
設
す
る
州
や
軍
に

お
い
て
ま
ず
官
司
に
投
吠
し
、
搭
載
物
貨
と
目
的
の
州
・
軍
を
申
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
の
嘉
一
桁
編
救
・
照
寧
編
救
・
元
一
桁
編

救
で
も
傍
線
部
川
は
若
干
表
現
を
費
え
て
い
る
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。

次
の
規
定
と
し
て
傍
線
部
川
は
海
外
渡
航
す
る
海
商
の
連
帯
保
詮
人
に
関
す
る
規
定
で
、
ど
の
編
救
に
お
い
て
も
内
容
は
嬰
わ
っ
て
い
な
い
。

出
身
地
の
物
力
戸
三
人
を
選
ぴ
、
達
禁
物
や
兵
器
と
な
り
得
る
材
料
を
持
ち
出
さ
な
い
よ
う
に
連
帯
保
誼
さ
せ
て
い
た
。
た
だ
元
祐
編
救
で
は
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兵
器
を
搭
載
す
る
こ
と
も
禁
じ
て
い
る
。
そ
の
他
、
渡
航
禁
止
園
へ
の
渡
航
を
し
な
い
よ
う
に
連
帯
保
詮
さ
せ
て
い
る
。

傍
線
部
川
で
は
慶
暦
編
救
・
嘉
一
桁
編
救
ま
で
は
、
渡
航
申
請
の
行
な
わ
れ
た
州
・
軍
で
す
ぐ
さ
ま
公
患
が
護
給
さ
れ
て
い
る
が
、
回
…
寧
以
後

で
は
そ
の
護
給
に
際
し
て
よ
り
最
重
な
チ
ェ
ッ
ク
が
行
わ
れ
る
よ
う
規
定
さ
れ
て
い
る
。
照
寧
編
救
の
傍
線
部
川
刊
は
、
出
護
す
る
州
が
公
恵
護

給
後
、
そ
の
船
舶
の
物
貨
を
記
録
し
て
そ
の
内
容
を
ま
ず
目
的
地
に
牒
を
出
し
、
船
舶
が
そ
の
日
的
地
に
到
来
す
る
と
「
所
往
地
頭
」
(
目
的

地
の
州
)
が
公
患
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
終
わ
れ
ば
最
初
の
牒
を
費
し
た
州
へ
報
じ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
手
績
き
が
煩
抽
出
で
あ
っ
た

た
め
か
、
前
引
史
料
で
中
略
し
た
元
豊
三
年
(
一

O
八
O
)
の
中
書
割
子
節
丈
と
八
年
(
一

O
八
五
)
の
救
節
丈
に
、

一
、
一
冗
豊
三
年
八
月
二
十
三
日
中
書
割
子
節
丈
。
諸
そ
麿
州
市
船
司
に
非
ず
し
て
、
頼
り
に
南
蕃
に
護
過
す
る
綱
舶
船
、
明
州
市
舶
司
に
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非
ず
し
て
、
日
本
・
高
麗
に
護
過
す
る
者
は
、
達
制
を
以
て
論
じ
、
赦
降
去
官
を
以
て
原
減
せ
ず
。
其
れ
高
麗
を
愛
す
る
船
は
の
お
別
僚
に
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依
れ
。

一
、
元
豊
八
年
九
月
十
七
日
救
節
丈
。
諸
そ
杭
明
唐
州
に
非
ず
し
て
執
り
に
費
す
る
海
商
舶
船
は
、
達
制
を
以
て
論
じ
、
去
官
赦
降
を
以

て
原
減
せ
ず
。
諸
そ
商
買
の
海
道
よ
り
諸
蕃
に
販
す
る
に
、
惟
だ
大
遼
固
及
ぴ
登
莱
州
に
至
る
を
得
ず
。
即
し
諸
蕃
の
船
に
附
し
て
入
貢

し
或
い
は
商
販
す
る
を
願
う
者
は
聴
せ
。

と
南
蕃
へ
の
渡
航
を
慶
一
州
市
舶
司
に
、
日
本
・
高
麗
へ
の
渡
航
に
は
明
州
市
舶
司
に
限
定
す
る
規
定
が
出
さ
れ
た
後
の
元
祐
編
救
で
は
、
在
地

(
日
)

の
州
が
海
商
の
申
状
等
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
「
願
護
舶
州
」
つ
ま
り
市
舶
司
に
封
し
て
、
統
轄
関
係
に
な
い
官
聴
同
士
の
移
行
丈
書
で
あ
る
牒
を

送
付
し
、
市
舶
司
が
帳
簿
に
付
け
て
か
ら
公
患
を
護
給
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
こ
に
公
患
は
市
舶
司
よ
り
護
給
さ
れ
る
こ
と
が
明
確
と
な
っ

た
。
ま
た
掃
帆
時
に
は
出
設
し
た
市
舶
司
に
戻
っ
て
公
患
を
納
め
る
こ
と
も
規
定
さ
れ
た
。

こ
う
し
て
見
れ
ば
、
編
勅
等
に
見
え
る
海
外
圃
渡
航
に
閲
す
る
市
舶
司
の
丈
書
護
給
制
度
は
、
元
豊
年
聞
の
出
護
地
を
市
舶
司
に
限
定
す
る

時
よ
り
始
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
元
豊
三
年
に
は
照
寧
年
聞
に
定
め
た
市
舶
候
例
が
施
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
市
舶
司
に
よ
る
海
外
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渡
航
の
た
め
の
公
恵
護
給
制
度
は
元
豊
年
聞
を
皮
切
り
と
し
て
、
元
結
年
間
よ
り
国
家
的
法
規
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

(
日
)

た
だ
、
こ
の
こ
と
は
そ
れ
以
前
に
地
方
に
お
い
て
公
患
が
護
給
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
山
内
氏
の
整
理
に
よ
る
と
、
日

本
に
渡
っ
た
宋
の
海
商
の
も
の
と
し
て
、

一
O
二
O
年
に
公
思
案
丈
(
公
怨
の
寓
し
)
が
大
宰
府
か
ら
朝
廷
へ
他
の
文
書
と
と
も
に
提
出
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
一

O
二
七
年
(
「
大
宋
奉
図
軍
市
舶
司
公
窓
案
」
)
・
一

O
六
八
年
・
一

O
七
O
年
・
一

O
八
一
年
に
も
商
人
所
持
の
公
患
の
提
出
が

確
認
さ
れ
る
。
よ
っ
て
、
宋
朝
は
こ
う
し
た
雨
新
市
舶
司
な
ど
に
よ
る
公
思
護
給
と
い
う
地
方
行
政
の
内
容
を
受
け
て
、
国
家
法
規
へ
と
編
成

し
た
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。

(
b
)
 

崇
寧
四
年
李
充
公
恵

再
言
す
る
が
、
海
商
は
ま
ず
搭
乗
の
貨
物
・
目
的
地
を
記
し
た
肢
を
所
在
の
州
へ
申
上
し
、
ま
た
物
力
戸
三
人
を
保
護
人
に
立
て
て
武
器
等



を
搭
載
し
な
い
よ
う
に
し
、
州
は
そ
れ
を
検
査
し
た
の
ち
、
設
船
州
(
市
舶
司
の
置
か
れ
る
州
)
に
そ
の
拭
を
迭
り
、
そ
う
し
て
初
め
て
市
舶
司

か
ら
公
擦
(
公
窓
)
が
護
給
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
雨
所
市
舶
司
か
ら
護
給
さ
れ
た
公
患
の
唯
一
の
賓
例
が
『
朝
野
群
載
」
巻
二

十
「
異
国
」
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
早
く
に
森
克
己
氏
が
紹
介
し
、
そ
の
後
多
く
の
研
究
が
言
及
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
中
国
史
研
究
者
が

(
同
)

利
用
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
本
稿
末
尾
に
全
丈
を
掲
げ
て
お
く
。
本
論
で
は
、
特
に
首
該
史
料
を
校
訂
さ
れ
た
森
公
章
氏

論
文
に
依
り
つ
つ
、
そ
の
丈
書
形
式
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
そ
れ
に
首
た
っ
て
遁
宜
字
句
を
改
め
、
改
行
を
加
え
た
所
が
あ
る
。
な
お
、

こ
の
公
患
は
泉
州
海
商
李
充
が
日
本
へ
貿
易
に
向
か
う
た
め
に
取
得
し
た
崇
寧
四
年
(
二

O
五
)
六
月
の
明
州
市
舶
務
護
給
の
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
標
題
に
は
「
提
暴
雨
湖
路
市
舶
司
」
と
掲
げ
、
改
行
し
て
、

泉
州
客
人
李
充
の
吠
に
撮
る
に
、
今
自
己
の
船
査
隻
を
勝
て
、
水
干
を
請
集
し
、
日
本
固
に
往
き
、
博
買
廻
賃
し
、
明
州
に
赴
き
、
市
舶

務
抽
解
を
経
ん
と
欲
す
、
乞
ら
く
は
公
験
を
出
給
し
前
去
せ
ん
こ
と
を
と
。

67 

と
始
ま
る
。
こ
こ
か
ら
公
患
が
李
充
の
肢
に
基
づ
き
提
奉
雨
漸
路
市
舶
司
に
よ
っ
て
護
給
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
の
李
充
の
賦
に

は
自
己
の
船
で
水
手
を
雇
い
、
日
本
に
向
か
っ
て
貿
易
し
、
明
州
に
戻
り
、
市
舶
務
の
抽
解
を
経
る
の
で
、
公
験
を
出
給
さ
れ
た
い
と
述
べ
ら

れ
て
お
り
、
前
述
の
編
救
に
お
け
る
規
定
通
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
後
丈
に
は
、

一
、
人
船
貨
物

自
己
船
一
隻

綱
首
李
充

梢
工
林
養

雑
事
荘
権

部
領
兵
弟

第
一
甲
:
:
:
(
省
略
)

第
二
甲
:
:
:
(
省
略
)
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第
三
甲
:
:
:
(
省
略
)
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物
貨

象
眼
臨
時
拾
疋

生
絹
拾
疋

と
績
く
。
こ
こ
に
は
、
李
充
が
牒
賦
で
申
上
し
た
人
物
名
・
物
貨
名
が
記
さ
れ
る
。

そ
の
後
ろ
に
は
「
今
検
坐
救
候
下
項
」
と
し
て
渡
海
に
首
た
っ
て
の
禁
止
・
庭
置
事
項
を
載
せ
て
い
る
。
公
患
に
付
さ
れ
た
禁
止
・
慮
置

候
項
は
総
じ
て
八
項
目
あ
る
が
、
「
諸
」
で
始
ま
る
篠
丈
が
五
係
、
「
勘
舎
」
で
始
ま
る
候
文
が
三
候
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
「
勘
曾
」
丈
で
あ
る

三
候
す
べ
て
が
最
初
の
「
諸
」
丈
と
第
二
の
「
諸
」
丈
と
に
挟
ま
れ
て
い
る
。
救
令
丈
の
書
き
出
し
が
普
通
「
諸
」
で
あ
る
の
で
、
よ
っ
て
救

令
五
僚
が
首
該
公
患
に
付
さ
れ
た
本
来
の
救
僚
で
あ
り
、
第
一
救
僚
の
商
人
の
海
外
渡
航
規
定
に
閲
し
て
同
じ
く
海
外
渡
航
を
規
定
す
る
勘
舎

白
綾
武
拾
疋

霊
域
武
伯
床

聾
喋
萱
伯
床

丈
三
候
を
加
え
、
よ
り
綴
密
な
規
定
と
し
て
い
る
。
第
二
・
三
・
四
の
救
候
三
文
は
掃
園
後
の
抽
解
・
博
買
に
閲
す
る
規
定
、
最
後
の
救
篠
は

さ
ま
ざ
ま
な
場
合
の
雑
則
規
定
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
公
患
に
は
大
き
く
三
種
(
出
園
の
手
績
き
規
定
及
び
勘
曾
文
三
係
、
抽
解
博
買
規
定
、
雑
則
規

ま
た
こ
う
し
た
崇
寧
四
年
の
公
患
に
記
さ
れ
た
救
係
・
勘
合
丈
と
先
の
編
救
を
比
べ
る
と
(
末
尾
史
料
の
傍
線
部
を
参
照
)
、
渡
航
禁
止
園
へ
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定
)
の
救
僚
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

の
出
国
解
禁
や
出
護
し
た
市
舶
司
で
の
抽
解
・
博
買
規
定
も
緩
め
ら
れ
て
お
り
、
海
商
の
交
易
活
動
を
掻
大
的
に
許
可
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

(
灯
)

る
。
そ
れ
は
崇
寧
年
聞
と
い
う
中
央
行
政
府
で
の
政
治
的
背
景
に
加
え
て
、
雨
斯
地
域
で
の
海
上
交
易
の
活
設
化
に
よ
る
こ
と
が
大
き
い
と
考

え
る
。公

患
は
こ
の
あ
と
、
救
候
文
を
筆
記
し
た
青
吏
を
列
記
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

銭
白
巾
案
子
分

供
〔
在
判
〕

注
〔
在
判
〕

押
案
官
一
〔
在
判
〕

属
〔
在
判
〕

勾
抽
[
押
]
所
供
〔
在
判
〕

権
都
勾
丁
[
押
カ
]
〔
在
判
〕

孔
日
所
検
〔
在
判
〕

都
孔
目
所
〔
在
判
〕



と
あ
る
。
宋
代
に
お
い
て
救
僚
は
園
家
の
最
重
要
法
規
で
あ
り
、
字
の
稽
誤
・
脱
落
が
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
故
に
お
そ
ら
く
、
こ
こ
に

記
さ
れ
た
膏
吏
名
は
救
僚
を
筆
記
し
た
者
・
校
讐
し
た
者
が
列
せ
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
、
闘
係
史
料
も
少
な
く
、
本
丈
の
誤
字
も

(
日
)

考
え
ら
れ
る
か
ら
、
一
つ
の
解
轄
を
試
み
て
お
く
と
、
ま
ず
銭
吊
案
(
お
そ
ら
く
市
舶
司
閥
係
財
務
を
管
掌
す
る
部
署
)
の
手
分
一
人
が
救
僚
を
供

(

川

町

)

述
(
「
供
」
)
し
て
、
も
う
一
人
が
書
き
入
れ
る
(
「
注
」
)
。
手
分
は
膏
吏
の
中
で
も
下
級
に
位
置
す
る
か
ら
、
よ
り
上
位
の
膏
吏
と
し
て
押
案

(
文
案
を
捨
首
)
二
人
の
名
(
官
一
と
属
)
を
記
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
よ
り
上
位
の
膏
吏
で
あ
る
勾
押
(
供
連
を
捨
常
)
・
孔
目
(
検
讃
を
捨
賞
)
が

校
健
三
一
一
目
し
た
こ
と
を
次
に
記
し
、
最
後
に
こ
の
内
で
最
上
級
青
吏
で
あ
る
権
都
勾
押
官
・
都
孔
目
官
名
を
記
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
こ
と

で
、
字
の
稽
誤
・
脱
落
の
あ
っ
た
場
合
の
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
お
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
膏
吏
は
本
公
患
を

護
給
し
た
明
州
市
舶
務
に
属
し
た
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
海
外
へ
赴
く
本
公
混
と
園
内
移
動
に
使
用
さ
れ
る
公
恵
と
の
相
違
貼
と
し
て
、

公
恵
内
に
救
僚
と
い
う
法
規
が
記
入
さ
れ
て
い
る
黙
に
あ
り
、
市
舶
に
閲
す
る
救
候
こ
そ
が
海
外
渡
航
誼
明
書
で
あ
る
本
公
患
の
最
重
要
箇
所

」
の
あ
と
に
は
、
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で
あ
る
か
ら
、
公
恵
護
行
主
瞳
の
市
舶
務
が
記
入
す
る
の
が
至
首
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

右
、
公
患
を
出
給
し
、
綱
首
李
充
に
付
し
て
牧
執
せ
し
め
、
前
須
[
項
カ
]

の
救
牒
を
裏
け
指
揮
し
、
日
本
圃
に
前
去
し
、
他
を
経
て
回

り
、
本
州
市
舶
務
に
赴
き
て
抽
解
す
。
隠
匿
透
越
す
る
を
得
、
ず
。
如
し
達
え
ば
、
即
ち
に
首
に
法
に
依
り
根
治
す
べ
し
。
施
行
せ
よ
。

と
し
、
李
充
に
公
患
を
護
給
し
て
、
日
本
に
赴
い
た
の
ち
、
明
州
市
舶
務
で
抽
解
を
受
け
る
こ
と
を
明
示
す
る
。
そ
し
て
「
崇
寧
四
年
六
月

日
給
」
と
績
け
た
後
、

朝
奉
郎
・
通
判
明
州
軍
州
・
管
勾
墜
事
・
策
市
舶
謝
〔
在
判
〕

宣
徳
郎
・
権
護
遣
明
州
軍
州
・
管
勾
撃
事
・
提
奉
市
舶
彰
〔
在
判
〕

宣
徳
郎
・
権
護
遣
提
奉
市
易
等
事
・
策
提
奉
市
舶
倒

承
議
郎
・
権
提
奉
市
舶
郎
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(
鈎
)

と
、
市
舶
務
関
係
官
吏
四
名
(
傍
線
部
は
姓
)
を
列
記
し
て
終
わ
る
。
中
村
氏
論
文
に
従
う
と
、
本
公
患
を
有
放
に
さ
せ
る
捺
印
が
市
舶
を
品
来

任
す
る
週
刊
の
謝
と
、
提
奉
市
舶
で
あ
る
権
護
遣
明
州
(
知
明
州
)
の
彰
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
十
分
で
あ
り
、
専
門
の
提
拳
市
舶
官
の
郎

が
い
て
も
、
海
外
渡
航
に
闘
す
る
丈
書
護
給
に
嘗
た
っ
て
は
通
刊
と
知
州
が
明
州
市
舶
務
に
お
い
て
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
こ
と

か
ら
、
中
村
氏
は
雨
斯
地
域
で
は
通
常
の
地
方
官
で
あ
る
知
州
・
通
判
な
ど
が
市
舶
務
を
乗
務
し
、
慶
州
や
一
帽
建
市
舶
司
と
の
官
制
上
の
達
い

を
強
調
し
て
い
る
。

つ
ま
り
は
公
患
の
護
行
は
市
舶
官
の
名
を
列
し
て
い
て
も
、
そ
の
有
数
性
の
護
揮
は
知
州
・
通
判
等
の
地
方
官
の
手
に
依

っ
て
い
た
。

雨
漸
市
舶
司
に
お
け
る
公
思
議
給
に
つ
い
て
少
し
ま
と
め
て
お
け
ば
、
李
充
は
お
そ
ら
く
泉
州
に
て
出
帆
の
用
意
を
し
、
搭
載
物
貨
・
目
的

地
等
を
記
し
た
状
を
泉
州
へ
提
出
し
、
連
帯
保
誼
人
三
名
(
鄭
裕
・
鄭
敦
仁
・
陳
佑
)
を
立
て
た
。
泉
州
は
そ
の
状
と
保
誼
人
を
検
賓
し
て
、
そ

の
後
明
州
市
舶
務
へ
と
移
牒
し
た
。
市
舶
務
は
そ
う
し
た
肢
に
基
づ
き
帳
簿
を
作
成
し
て
か
ら
李
充
の
肢
に
績
け
て
救
候
八
項
目
を
記
入
し
た
。
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そ
の
際
、
救
僚
の
記
入
に
嘗
た
っ
て
は
手
分
一
人
が
丈
章
を
謹
み
上
げ
、
も
う
一
人
の
手
分
が
そ
れ
を
書
き
入
れ
、
押
案
二
名
が
そ
の
直
接
的

責
任
を
負
い
、
ま
た
勾
押
官
が
チ
ェ
ッ
ク
の
た
め
謹
み
上
げ
て
、
孔
日
官
が
検
讃
し
た
。
そ
し
て
末
尾
に
記
入
・
校
閲
し
た
そ
の
膏
吏
を
列
記

し
、
年
月
日
に
績
い
て
、
本
公
患
の
護
行
主
瞳
で
あ
る
明
州
市
舶
務
の
捨
首
官
吏
の
署
名
が
付
さ
れ
て
、
梢
く
公
患
が
作
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
本
公
患
が
放
力
を
持
っ
た
の
は
、
市
舶
務
の
専
門
官
の
捺
印
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
市
舶
務
を
品
兼
務
す
る
知
州
・
通
判
の
捺
印
に
よ
っ

て
い
た
。
少
な
く
と
も
雨
漸
市
舶
司
の
場
合
、
公
患
の
護
給
は
市
舶
司
を
名
目
的
責
任
者
に
据
え
置
き
つ
つ
も
、
賓
際
に
は
地
方
官
府
の
専
管

す
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
泉
州
市
舶
司
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
日
本
や
高
麗
へ
の
渡

航
に
首
た
っ
て
は
明
州
市
舶
司
か
ら
出
設
す
る
こ
と
が
元
豊
三
年
に
は
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
泉
州
の
李
充
は
明
州
市
舶
務
で
公
恵
護
給
を

申
請
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
遼
・
交
世
な
ど
へ
の
渡
航
に
際
し
て
は
禁
止
事
項
を
設
け
て
い
る
が
、
三
悌
斉
な
ど
の
諸
国
に
釘
し
て
は
渡
航
を
概

ね
認
め
、
か
っ
抽
解
・
博
買
場
所
も
他
所
を
禁
止
せ
ず
融
通
性
を
見
せ
て
お
り
、
先
に
見
た
編
救
よ
り
も
海
商
の
活
動
を
よ
り
掻
大
的
に
許
可

し
て
い
る
様
が
窺
え
る
。



雨
湖
市
舶
司
と
関
係
所
司
と
の
文
書
往
来

(
a
)
 

市
舶
司
聞
の
丈
書
往
来

以
上
の
よ
う
な
掻
大
的
な
海
商
活
動
の
容
認
と
そ
れ
に
件
、
つ
公
恵
護
給
は
雨
街
地
域
に
新
た
な
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
知
杭

(
む
)

州
の
蘇
軟
に
よ
れ
ば
、
元
結
五
年
(
一

O
九
O
)
七
月
に
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
出
来
事

(
A
・
B
)
が
起
こ
っ
て
い
る
。

元
一
柿
五
年
八
月
十
五
日
龍
固
閤
撃
士
・
左
朝
奉
郎
・
知
杭
州
蘇
戟
賦
奏
す
。

:
:
:
(
A
)
今
年
七
月
十
七
日
に
至
り
、
杭
州
市
舶
司
は
密

州
の
聞
も
て
報
ず
る
に
准
り
、
臨
海
軍
肢
も
て
申
す
る
に
擦
り
、
高
麗
圃
櫨
賓
院
牒
に
准
り
、
泉
州
綱
首
徐
成
拭
に
擦
る
に
、
稽
す
ら
く

『
商
客
王
麿
昇
等
有
り
て
、
高
麗
固
に
往
く
公
患
を
回
目
請
し
、
却
っ
て
護
船
し
て
大
遼
固
に
入
り
買
買
す
」
と
。
尋
い
で
王
鹿
昇
等
二
十
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人
、
及
び
船
中
の
行
貨
を
捉
到
す
る
に
、
益
び
に
日
疋
れ
大
遼
固
の
南
挺
銀
・
統
・
銭
物
な
り
、
井
せ
て
過
海
一
耐
平
安
将
入
大
遼
固
願
子
二

道
有
り
。
本
司
看
詳
す
る
に
、
額
ら
か
に
是
れ
闘
祈
商
買
高
麗
に
往
く
に
因
り
、
遂
に
契
丹
に
通
じ
、
歳
久
し
く
跡
熟
に
し
て
、
必
ず
莫

大
の
患
と
矯
る
。
方
に
事
由
を
具
し
て
間
奏
し
、
禁
止
を
乞
わ
ん
と
欲
す
。

ま
ず

(
A
)
か
ら
見
る
と
、
杭
州
市
舶
司
は
密
州
か
ら
「
閲
」
を
受
け
た
が
、
そ
れ
は
州
下
の
臨
海
軍
に
よ
る
「
拭
」
に
基
づ
い
て
い
た
。

そ
し
て
臨
海
軍
の
「
拭
」
に
よ
れ
ば
、
高
麗
圃
櫨
賓
院
の
「
牒
」
を
得
た
が
、
そ
れ
は
泉
州
綱
首
徐
成
の
「
賦
」
に
基
づ
い
て
い
た
。
そ
の
内

容
は
商
客
の
王
麿
昇
ら
が
高
麗
行
き
の
公
患
を
申
請
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
遼
固
に
入
っ
て
責
買
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
杭

州
市
舶
司
が
王
麿
昇
ら
二

O
人
を
逮
捕
し
交
易
品
を
検
査
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
遼
固
の
南
挺
銀
・
綜
・
銭
物
で
、
無
事
に
渡
海
し
て
遼

固
に
入
る
た
め
の
願
丈
二
通
ま
で
も
見
つ
か
っ
た
と
い
う
。
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こ
の
臨
海
軍
と
は
、
元
祐
三
年
(
一

O
八
八
)
一
一
一
月
に
密
州
の
腰
州
湾
に
臨
む
板
橋
鎮
が
躍
西
牒
と
な
り
授
け
ら
れ
た
軍
額
で
、
同
地
に
市

(
幻
)

舶
司
が
設
置
さ
れ
て
い
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
市
舶
司
の
置
か
れ
た
臨
海
軍
か
ら
密
州
へ
「
申
賦
」
さ
れ
、
そ
し
て
密
州
か
ら
杭
州
市
舶
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司

'̂ 
「
闘
」
が
通
達
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
慶
元
保
法
事
類
』
巻
十
六
、
文
書
門
文
書
式

に
よ
る
と
「
吠
」
と
は
統
轄
す
る
官
司
に
上
申
す
る
際
に
用
い
る
文
書
で
あ
り
、
ま
た
「
閲
」

は
長
官
を
同
じ
く
し
て
部
署
の
異
な
る
場
合
や
、
相
関
す
る
事
案
の
場
合
に
用
い
ら
れ
る
丈
書

「
状
」
が
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
よ
っ
て
市
舶
司
の
置
か
れ
た
臨
海
軍
か
ら
密
州
へ

は
、
密
州
市
舶
司
が
賓
際
に
設
置
さ
れ
た
の
は
臨
海
軍
だ
が
、
事
案
を
解
決
す
る
上
司
が
市
舶

業
務
を
晶
兼
務
す
る
知
密
州
や
通
判
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
密
州
か
ら
杭
州

市
舶
司
へ
「
閲
」
が
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
密
州
か
ら
市
舶
関
連
事
案
に
つ
い
て
杭
州
市

(
幻
)

舶
司
へ
報
告
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

そ
し
て
臨
海
軍
に
は
、
高
麗
園
瞳
賓
省
(
櫨
賓
院
)
の
「
牒
」
が
届
け
ら
れ
て
い
た
。
「
牒
」

72 

と
は
や
は
り
『
慶
元
保
法
事
類
」
に
よ
る
と
、
内
外
官
司
で
統
轄
関
係
に
な
い
場
合
の
丈
書
往

来
に
使
用
さ
れ
る
。
他
国
の
官
司
よ
り
出
さ
れ
た
丈
書
と
は
い
え
、
宋
朝
の
丈
書
瞳
例
に
従
つ

て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
「
牒
」
に
は
泉
州
の
綱
首
徐
成
の
「
朕
」
丈
を
記
し
、
同
船
の
王

庭
昇
等
が
高
麗
行
き
の
公
患
を
申
請
し
な
が
ら
遼
固
に
赴
き
貿
易
を
行
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で

高
麗
園
櫨
賓
省
が
臨
海
軍
に
「
牒
」
を
護
行
し
、
そ
れ
を
受
け
て
臨
海
軍
は
事
件
の
解
決
を
園
る
べ
く
「
拭
」
を
直
接
の
上
司
で
あ
る
密
州
へ

上
申
し
、
そ
れ
を
受
け
て
密
州
は
杭
州
市
舶
司
に
「
闘
」
形
式
で
報
告
し
た
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
事
案
の
泉
州
の
綱
首
徐
成
に
杭
州
市
舶
司
で

公
患
を
護
給
し
、
密
州
が
公
患
を
調
べ
た
結
果
、
そ
の
公
患
の
議
行
責
任
が
杭
州
市
舶
司
で
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
、
そ
こ
で
杭
州
市
舶
司
が

こ
の
事
件

(
A
)

王
麿
昇
等
を
取
り
調
べ
た
結
果
、
遼
園
の
物
貨
が
護
見
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

か
ら
、
市
舶
司
設
置
聞
も
な
い
臨
海
軍
と
密
州
の
聞
で
丈
書
が
惇
達
さ
れ
た
後
、
密
州
と
杭
州
市
舶
司
が
並
行
文
書
で
あ

る
「
闘
」
を
通
じ
て
情
報
停
達
を
行
な
い
、
事
件
に
封
廃
し
て
い
た
こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
時
期
は
先
に
見
た
海
上
交
易
に
闘
す
る



弛
禁
傾
向
の
最
中
に
あ
っ
て
、
公
恵
護
給
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
禁
を
破
っ
て
交
易
す
る
海
商
の
姿
も
確
認
さ
れ
る
。

(
但
)

の
事
件
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。

次
に

(
B
)

(
B
)
近
く
又
た
今
月
初
十
日
に
於
い
て
、
韓
運
司
牒
に
擦
る
に
、
「
明
州
申
も
て
報
ず
る
に
准
る
に
、
高
麗
人
使
李
資
義
等
二
百
六
十

九
人
、
相
い
次
い
で
州
に
到
り
、
の
お
是
れ
客
人
李
球
は
去
年
六
月
内
に
於
い
て
、
杭
州
市
舶
司
公
患
を
請
い
、
高
麗
固
に
往
き
て
経
紀

し
、
此
れ
に
因
り
高
麗
固
先
に
帯
び
到
せ
し
賓
封
文
字
一
角
を
輿
り
、
及
び
松
子
四
十
鈴
布
袋
を
寄
搭
し
て
前
来
す
」
と
。
本
司
看
詳
す

る
に
、
額
か
に
是
れ
客
人
李
球
は
彼
の
固
に
往
き
、
交
構
密
熟
す
る
に
因
り
、
之
れ
が
矯
に
郷
導
し
、
以
て
厚
利
を
希
む
。

杭
州
府
に
宛
て
ら
れ
た
韓
運
司
「
牒
」
に
よ
る
と
、
韓
運
司
に
明
州
か
ら
「
申
」
が
迭
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
高
麗
よ
り
李
資
義

ら
二
六
九
人
が
明
州
に
至
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
、
前
年
の
六
月
に
商
客
李
球
が
杭
州
市
舶
司
で
高
麗
行
き
の
公
患
を
申
請
し
高
麗
へ
赴
い
た
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l 知杭州 l 

」
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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こ
の
場
合
、
明
州
よ
り
雨
漸
路
轄
運
司
に
「
申
」
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
申
の
形
式
が
ど
の
よ
う

で
あ
っ
た
か
不
明
だ
が
、
元
一
桁
五
年
(
一

O
九
O
)
昔
時
は
、
雨
祈
路
轄
運
司
が
提
奉
市
舶
司
を
兼
務

(
お
)

し
、
明
州
市
舶
務
は
知
州
軍
事
等
が
晶
兼
務
し
た
。
こ
の
度
の
明
州
よ
り
轄
運
司
へ
の
申
は
明
州
市
舶
務

か
ら
杭
州
市
舶
司
(
雨
前
路
提
奉
市
舶
司
)
を
粂
務
し
た
雨
漸
路
轄
運
司
へ
の
通
達
で
あ
り
、

よ
っ
て
先

に
見
た
「
賦
」
形
式
を
用
い
た
申
状
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
年
の
六
月
に
海
商
李
球
は
高
麗
行

き
公
患
を
杭
州
市
舶
司
で
申
請
し
、

一
年
間
の
貿
易
・
滞
在
を
経
て
明
州
市
舶
務
へ
と
蹄
帆
し
た
。
し

か
し
そ
の
際
に
高
麗
よ
り
二
六
九
人
が
同
時
に
到
来
し
た
た
め
、
明
州
市
舶
務
は
雨
期
川
持
運
司
(
市
舶

司
)
へ
と
申
を
送
り
、
事
件
の
打
聞
を
固
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
二
つ
の
事
件
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た
地
方
で
起
こ
っ
た
公
恵
護
給
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、

雨
漸
(
杭
州
)
市
舶
司
は
地
方
聞
で
ま
ず
問
題
解
決
を
園
ろ
う
と
丈
書
を
往
来
さ
せ
て
い
る
。
し
か
も
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こ
う
し
た
問
題
に
釘
し
知
州
で
あ
っ
た
蘇
執
も
介
入
し
事
件
の
解
決
に
嘗
た
る
な
ど
、
貿
易
問
題
は
市
舶
司
品
束
縛
運
司
や
知
州
な
ど
地
方
官
府

に
よ
っ
て
庭
理
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
圃
家
に
閲
わ
る
高
麗
と
の
国
交
に
ま
で
蘇
載
が
問
題
を
思
案
し
た
時
、
蘇
載
は
以
上
の
地
方
官

府
で
の
問
題
由
処
理
を
下
敷
き
と
し
て
皇
帝
へ
奏
肢
を
し
た
た
め
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
本
件
に
携
わ
っ
た
蘇
献
や
そ
の
高
弟
秦
観
も
朝
廷
よ
り

(
お
)

も
地
方
官
府
に
お
け
る
貿
易
外
交
権
限
委
譲
を
主
張
し
て
お
り
、
沿
海
行
政
が
ま
ず
は
沿
海
地
域
の
市
舶
司
を
初
め
と
す
る
地
方
行
政
主
導
に

よ
っ
て
運
菅
さ
れ
、
昔
時
の
地
方
行
政
の
矯
政
者
も
そ
の
必
要
性
を
認
め
て
い
た
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

蘇
献
は
こ
う
し
た
沿
海
行
政
に
件
、
つ
文
書
の
往
来
に
つ
い
て
、
「
見
今
の
雨
湖
・
准
南
は
、
公
私
騒
然
と
し
、
丈
符
交
錯
し
、
官
吏
は
麿
答

に
疲
れ
り
」
と
同
じ
「
乞
禁
商
族
過
外
園
拭
」
で
述
べ
て
い
る
。
蘇
軟
に
と
っ
て
高
麗
と
の
園
交
回
復
が
望
ま
し
く
な
か
っ
た
た
め
に
同
拭
で

そ
の
弊
害
を
楼
々
述
べ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
如
賓
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宋
代
に
新
た
に
政
治
課
題
と
な
っ
た
沿
海
行
政
を
遂
行
す
る
た

め
に
地
方
官
府
内
あ
る
い
は
聞
で
様
々
な
丈
書
が
交
錯
し
、
官
吏
た
ち
が
そ
の
磨
答
に
追
わ
れ
て
い
た
。

(
b
)
 

雨
漸
市
舶
司
沿
海
制
置
司
聞
の
丈
書
往
来
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雨
漸
市
舶
司
が
同
じ
地
域
内
の
諸
官
司
と
ど
の
よ
う
な
連
絡
を
取
っ
た
の
か
。
史
料
は
こ
の
問
題
に
封
し
て
さ
ほ
ど
明
確
に
答
え
て
は
く
れ

な
い
。
僅
か
に
南
宋
末
の
雨
斯
市
舶
司
と
沿
海
制
置
司
の
聞
で
見
ら
れ
た
丈
書
往
来
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

『
開
慶
四
明
績
志
』
巻
八
に
は
、
南
宋
末
に
慶
元
府
沿
海
制
置
使
と
な
っ
た
呉
漕
(
字
毅
夫
)
の
沿
海
行
政
に
ま
つ
わ
る
上
奏
丈
三
候
(
奏

状
一
通
、
中
吠
二
通
)
を
載
せ
て
い
る
。
呉
漕
そ
の
人
は
嘉
定
一

O
年
(
一
一
一
一
七
)
に
進
士
を
ト
ッ
プ
で
合
格
し
た
秀
才
で
、
宰
相
に
ま
で
昇

り
、
南
宋
末
に
お
け
る
モ
ン
ゴ
ル
軍
と
の
戦
争
に
童
力
し
た
人
物
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
そ
の
呉
漕
は
知
慶
元
府
粂
沿
海
制
置
使
を
嘉
照
元
年

(
一
二
三
七
)
に
勤
め
、
再
び
賓
祐
四
年
(
一
二
五
六
)
に
沿
海
制
置
使
判
慶
一
冗
府
と
し
て
赴
任
し
た
。
上
奏
丈
は
そ
の
時
に
掛
か
る
も
の
で
、

主
に
日
本
金
(
倭
金
)
の
抽
解
に
関
係
し
、
市
舶
司
と
も
連
絡
を
持
っ
た
。
な
お
、
呉
潜
の
上
奏
文
を
集
め
た
明
代
の
育
孫
呉
開
禎
・
呉
開
模

編
『
許
園
公
奏
議
』
四
巻
が
あ
る
が
、
本
上
奏
丈
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
丈
集
に
は

『
履
粛
遺
集
」
四
巻
が
現
在
に
停
わ
る
が
、
こ
れ



(
幻
)

も
明
末
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
、
ま
た
呉
潜
の
著
で
な
い
詩
文
も
含
ま
れ
て
い
て
問
題
が
あ
り
、
本
上
奏
丈
も
含
ま
れ
て
は
い
な
い
。

本
上
奏
丈
は
南
宋
末
の
沿
海
行
政
上
、
非
常
に
興
味
深
い
内
容
を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
中
心
課
題
で
あ
る
雨
所
市
舶
司
を
中

(
お
)

心
と
す
る
丈
書
往
来
に
関
し
て
の
み
見
て
お
き
た
い
。
ま
ず
呉
潜
自
身
が
行
っ
た
「
奏
拭
」
の
丈
面
を
見
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

臣
縞
か
に
朝
廷
の
行
下
を
見
る
に
、
の
お
倭
商
の
市
舶
務
に
赴
き
て
抽
博
す
る
を
放
し
、
深
く
時
措
の
宜
き
を
得
る
も
、
但
だ
朝
廷
に
一

事
有
り
。
歳
ご
と
に
十
七
界
一
高
除
帽
の
格
を
損
ず
る
に
過
ぎ
ず
、
而
れ
ど
も
以
て
深
く
遠
人
の
心
を
得
べ
き
な
れ
ば
、
敢
え
て
以
て
上

聞
せ
ず
ん
ば
あ
ら
ず
。
照
得
す
る
に
倭
商
毎
歳
の
大
項
の
博
易
は
、
惟
だ
是
れ
倭
板
硫
黄
に
し
て
、
頗
る
園
計
の
助
け
と
矯
る
。
此
の
外

は
則
ち
倭
金
有
り
、
商
人
携
帯
し
、
各
ぞ
れ
数
雨
に
能
わ
ず
し
て
、
未
だ
深
戒
密
匿
し
、
人
に
告
ら
ん
こ
と
を
求
む
る
を
克
れ
ず
。
.

濁
だ
此
れ
乃
ち
倭
商
の
自
己
の
物
に
し
て
、
殊
さ
ら
矯
に
念
ず
べ
し
。
舶
司
の
例
に
縁
り
合
に
抽
解
す
べ
き
な
る
に
、
多
く
此
の
間
に
牙

人
の
畷
誘
す
る
と
こ
ろ
と
矯
り
、
謂
わ
く
官
司
に
属
禁
有
り
、
首
に
汝
が
矯
に
密
か
に
貨
買
を
行
わ
ん
と
。
遠
人
其
の
備
り
を
察
せ
ず
、

に
憾
を
懐
き
て
去
る
。
臣
之
れ
を
舶
務
に
叩
う
に
、
四
年
博
買
の
利
、
牧
む
る
所
止
だ
八
千
絵
掃
の
み
、
五
年
博
買
の
利
、
収
む
る
所
止
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多
く
以
て
之
れ
を
姦
牙
に
付
し
、
杭
り
に
匿
す
所
と
矯
る
。
且
つ
脅
す
に
本
朝
法
令
の
巌
を
以
て
し
、
倭
商
克
に
敢
え
て
吐
気
せ
ず
、
常

だ
一
寓
徐
縄
の
み
。
:
:
:
臣
巳
に
闘
も
て
市
舶
司
に
判
じ
、

↓

7
制
倭
船
の
到
岸
す
れ
ば
、
|
到
子
を
抽
博
す
る
を
克
じ
、
如
し
歳
額
閥
く
べ

司
代
わ
り
て
償
納
を
矯
す
べ
き
を
除
き
、
伏
し
て
聖
慈
を
望
み
、

即
ち
容
旨
を
賜
い
、
舶
務
に
行
下
し
、
倭
商
金
子
を
将
て
抽
博
施
行
を
克
ぜ
ら
れ
ん
。
損
す
る
所
事
萱
無
く
、
而
し
て
錠
す
る
所
何
ぞ
麹

か
ら
ざ
判
ば
、
則
ち
首
に
最
高
年
分
の
抽
博
す
る
同
州
劃
を
以
て
、

だ
丘
山
な
ら
ん
。
伏
し
て
勅
旨
を
候
つ
。

呉
漕
に
よ
る
と
、
賓
耐
年
間
ご
ろ
、
日
本
の
貿
易
品
と
し
て
倭
板
・
硫
黄
・
倭
金
が
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
倭
金
は
商
人
個
人
の
物
で
、
数
雨
ほ

ど
携
帯
し
こ
っ
そ
り
密
責
し
て
い
る
と
い
う
。
本
来
な
ら
市
舶
司
が
抽
解
・
博
買
す
べ
き
だ
が
、
市
舶
務
牙
人
が
詐
欺
を
働
い
て
横
取
り
し
て

い
た
。
呉
潜
は
市
舶
務
に
賓
祐
四
年
の
博
買
利
盆
を
尋
ね
る
と
八
、

0
0
0縮
、
五
年
(
一
二
五
七
)
で
は
一

O
、
0
0
0絹
ほ
ど
だ
と
い
う
。
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そ
の
額
は
さ
ほ
ど
大
き
く
は
な
い
の
で
、
倭
商
を
哀
れ
ん
だ
呉
潜
は
市
舶
司
に
「
閥
」
で
通
知
し
、
も
し
倭
船
が
来
れ
ば
倭
金
の
抽
解
博
買
を
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克
除
し
、
市
舶
司
の
歳
入
が
歓
け
る
よ
う
な
ら
ば
、
抽
解
博
買
の
最
高
額
を
基
準
と
し
て
、
沿
海
制
置
司
が
代
償
す
る
こ
と
を
惇
え
た
。
こ
の

措
置
に
つ
い
て
皇
帝
の
裁
可
を
求
め
た
の
が
、
本
状
で
あ
っ
た
。

(
お
)

ま
た
、
呉
潜
が
沿
海
制
置
使
と
し
て
向
書
省
に
提
出
し
た
「
申
拭
」
(
先
遠
の
「
朕
」
)
に
つ
い
て
見
て
お
く
と
、

本
司
照
得
す
る
に
毎
歳
の
舶
務
の
倭
金
を
抽
博
す
る
の
利
、
多
く
て
二
三
高
縄
奮
格
に
過
ぎ
ず
、
而
れ
ど
も
羅
織
漏
舶
の
金
、
極
め
て
十

数
雨
に
過
ぎ
ず
。
:
:
:
欲
望
す
ら
く
は
朝
廷
特
さ
ら
詳
察
を
賜
い
、
前
申
を
施
照
し
、
倭
人
抽
博
の
微
息
を
罷
め
、
倭
人
漏
舶
の
属
禁
を

弛
め
、
以
て
朝
廷
懐
遠
の
恩
を
示
さ
ん
こ
と
を
。
其
れ
閥
繋
す
る
所
、
賓
に
不
細
と
矯
す
。
の
お
速
か
に
舶
務
及
び
本
司
に
行
下
を
賜
り

照
醸
せ
し
め
ん
こ
と
を
乞
い
、
如
し
朝
廷
未
だ
以
て
然
り
と
矯
さ
ざ
れ
ば
、
即
ち
其
の
中
に
就
き
て
利
息
を
抽
剥
せ
し
最
高
年
分
を
捧
び
、

本
司
の
抱
解
施
行
す
る
を
容
さ
れ
ん
こ
と
を
乞
う
。
伏
し
て
指
揮
を
候
つ
。

と
、
ほ
ぼ
同
内
容
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
沿
海
制
置
使
は
市
舶
務
に
お
け
る
倭
金
抽
解
博
買
の
利
盆
に
つ
い
て
熟
知
し
て
お
り
、
先
の

奏
肢
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
沿
海
制
置
使
が
市
舶
務
に
封
し
て
何
ら
か
の
丈
書
を
通
じ
て
情
報
を
得
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

こ
の
よ
う
に
沿
海
制
置
使
呉
潜
は
倭
金
抽
解
博
買
問
題
の
解
決
を
園
る
た
め
に
、
市
舶
務
に
そ
の
利
盆
額
を
問
い
、
ま
た
市
舶
司
に
封
し
て
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「
開
」
で
も
っ
て
抽
解
・
博
買
を
行
わ
な
い
よ
う
に
求
め
て
い
た
。

こ
こ
か
ら
、
雨
斯
市
舶
司
は
沿
海
地
域
に
お
け
る
貿
易
絡
み
の
問
題
が
起
こ
っ
た
際
に
、
同
地
域
の
沿
海
制
置
司
へ
財
政
報
告
な
ど
を
行
い

な
が
ら
問
題
解
決
に
首
た
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
や
は
り
雨
漸
市
舶
司
が
同
地
域
の
閲
係
諸
官
司
と
も
「
闘
」
な
ど
を
通
じ
て
連
絡
を
取

り
合
い
つ
つ
沿
海
行
政
を
執
行
し
、
そ
の
上
で
中
央
行
政
府
で
あ
る
尚
書
省
へ
申
状
し
て
い
た
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

雨
断
市
舶
司
と
中
央
戸
部
と
の
財
政
丈
書
闘
係

海
外
物
貨
の
抽
解
・
博
買
な
ど
と
い
っ
た
市
舶
行
政
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
は
、
宋
代
を
通
じ
て
掻
大
傾
向
に
あ
り
、
太
宗
時
に
は
三

O

(
却
)

高
絹
か
ら
五

O
寓
帽
に
増
羨
し
、
皇
一
桁
中
(
一

O
四
九
一

O
五
回
)
に
は
象
犀
・
珠
玉
・
香
薬
の
歳
入
総
額
は
五
三
高
館
り
、
治
卒
中
ロ

o
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【照寧元豊年間香薬出責銭数表】

照第九年 昨日寧-0年 冗堕冗年

市易務 226，675.968 市易銭 177 ，379.848 市易務 192，375.524 

上界還到(銭) 17，945目 950 上密界州板・橋闘う鎮'U賓香J銭E 20，130目 966

橋関到銭j責香過(銭密)州板 37.914.838 

外州軍閥到銭 55，062.695 外!トトl軍閥到銭 45，588.953 外州軍関到(銭) 33.161. 701 

雑買場開到銭 57，659.327 雑買場開到銭 34，853.615 雑買場開到銭 8，070.763 

薬銭 11 ， 79 1. 8~3 

小言l 327‘606.147 313，374目204 253，738目 954

出資894.719.305貰

(
但
)

六
四
|
一

O
六
七
)
に
は
さ
ら
に
六
三
高
あ
ま
り
と
な
っ
た
。
ま
た
、
照
寧
九
年

(
-
O
七
六
)
か
ら
元

(
犯
)

豊
一
冗
年
(
一

O
七
八
)
ま
で
の
三
年
間
に
お
け
る
香
薬
出
責
銭
数
に
つ
い
て
畢
仲
桁
『
中
書
備
釘
」
に

よ
る
と
、
照
寧
九
年
で
三
二
七
、
六
O
六
・
一
四
七
貫
、
照
寧
一

O
年
で
三
一
三
、
三
七
回
・
二

O
四
貫
、

元
豊
元
年
で
二
五
三
、
七
三
八
・
九
五
四
貫
、
総
計
で
八
九
四
、
七
一
九
二
二

O
五
貫
弱
に
上
っ
て
い
る
。

こ
の
時
期
は
王
安
石
の
市
易
法
施
行
に
よ
り
市
易
務
が
設
置
さ
れ
た
時
期
に
首
た
っ
て
お
り
、
首
該
期

の
香
薬
出
土
買
に
よ
る
全
園
の
利
誌
が
年
平
均
三

O
高
貫
程
度
と
な
る
か
ら
、
そ
の
他
抽
解
等
に
よ
る
欣

入
を
加
算
す
れ
ば
そ
の
利
益
は
さ
ら
に
上
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
照
寧
一

O
年
ご
ろ

(
お
)

の
見
銭
歳
入
額
は
七
、
三

O

O
高
貫
前
後
と
見
な
さ
れ
(
新
法
牧
益
を
除
く
と
五
、

0
0
0高
貫
程
度
)
、

園
家
歳
入
に
占
め
る
割
合
か
ら
す
る
と
依
然
了
二
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
の
牧
入
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
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も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
元
一
桁
元
年
(
会

O
八
六
)
で
は
、
杭
州
・
明
州
・
慶
州
の
市
舶
司
は
銭
・
糧
・
銀
・
香
・
薬
な

(
泊
)

ど
五
回
高
一
七
三
縄
匹
斤
雨
段
候
箇
頼
瞬
隻
粒
を
牧
め
た
と
さ
れ
る
。
南
宋
の
高
宗
期
に
は
抽
解
・
博

(
お
)

買
に
よ
る
利
盆
が
二

O
O寓
掃
に
ま
で
な
り
、
紹
興
二
九
年
(
一

O
寓
絹
程
度
で
あ
る
こ
と
と
比
較
す
る
と
、

一
五
九
)
の
国
家
歳
入
が
約
四
、

0
0

(
お
)

二
O
分
の
一
に
ま
で
達
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が
、
首
時
の

市
舶
行
政
は
戦
費
捻
出
の
矯
の
一
時
的
戦
時
睦
制
を
取
り
、
抽
解
物
貨
に
封
す
る
高
抽
解
率
や
よ
り
多

(
幻
)

く
の
物
貨
出
土
買
な
ど
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
で
も
そ
の
賓
園
家
歳
入
比
で
五
%
程
度
で
し
か
な
か

(
犯
)

っ
た
。
た
だ
し
孝
宗
時
に
は
泉
州
・
慶
州
市
舶
司
そ
れ
ぞ
れ
で
三

1
五
O
O高
を
数
え
た
と
い
う
。

こ
れ
ら
の
歳
入
に
は
、
園
家
財
政
に
活
用
さ
れ
る
分
(
上
供
)
と
市
舶
司
財
政
に
用
い
ら
れ
る
分
が

あ
る
。
市
舶
司
に
お
け
る
財
政
運
用
に
つ
い
て
、
泉
州
市
舶
司
に
お
け
る
抽
解
・
博
買
の
地
方
財
政
運
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用
を
参
考
に
す
れ
ば
、
『
聞
書
』
巻
三
九
、
版
籍
志
に
よ
る
と
、

其
れ
甚
だ
賎
し
く
解
運
に
堪
え
ざ
る
南
海
貨
物
の
如
き
者
は
、
官
は
之
れ
を
市
り
、
其
の
債
を
以
て
市
舶
公
銭
庫
に
入
る
。
:
:
:
又
た
捨

脚
銭
有
り
、
番
船
一
勧
毎
に
銭
一
文
七
分
を
算
し
、
南
海
船
は
一
助
毎
に
銭
一
丈
一
分
を
算
し
、
引
無
し
の
船
は
肋
毎
に
五
分
五
厘
を
牧

め
、
以
て
公
使
庫
に
入
る
。
凡
そ
南
海
の
不
堪
の
物
慣
及
び
乳
香
債
本
二
分
は
官
銭
庫
に
戒
め
、
以
て
聖
節
・
大
穂
・
宗
子
鹿
給
、
諸
色

綱
運
銭
、
官
吏
請
給
、
搬
家
、
宴
番
、
送
迎
、
修
造
、
凡
そ
経
常
の
費
に
供
す
。
櫓
脚
銭
は
公
使
庫
に
戒
め
、
以
て
吏
人
月
食
、
諸
膳
夫

脚
客
車
の
口
糧
、
宴
飲
、
供
迭
、
書
司
の
紙
割
、
上
亭
造
食
、
稿
兵
卒
、
差
使
局
兵
、
及
び
進
奏
承
受
銭
、
凡
そ
冗
雑
の
費
に
供
す
。

と
あ
っ
て
、
南
海
物
貨
の
う
ち
上
供
に
堪
え
な
い
粗
悪
品
の
債
格
相
首
銭
と
乳
香
債
格
の
二
割
分
銭
は
公
銭
庫
(
あ
る
い
は
官
銭
庫
)
に
収
め
ら

れ
、
市
舶
司
行
政
の
経
常
費
用
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
聖
節
や
大
曜
、
千
を
数
え
た
南
宋
皇
族
へ
の
鹿
給
は
、
市
舶
司
財
政
中
の
中
央
経
費
分

と
見
て
よ
い
が
、
そ
の
ほ
か
に
は
綱
運
に
掛
る
諸
経
費
・
官
吏
に
封
す
る
手
首
・
蕃
客
(
蕃
商
)
と
の
宴
曾
・
迭
迎
・
施
設
修
築
費
な
ど
市
舶
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司
行
政
に
か
か
わ
る
経
費
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
「
櫓
脚
銭
」
な
る
税
を
課
し
、
外
園
船
は
一
助
ご
と
に
銭
一
丈
七
分
、
南
海
船
は
銭
一

文
一
分
、
抽
解
済
み
の
物
貨
轄
責
詮
明
書
(
引
)
の
な
い
船
は
銭
五
分
五
厘
を
納
め
、
公
使
庫
に
牧
拝
賦
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
牧
入
は
官
吏
や
人

足
等
の
給
料
、
宴
舎
、
官
舎
で
の
紙
代
な
ど
地
方
行
政
に
お
け
る
雑
費
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
市
舶
司
行
政
に
よ
る
財
政
収
入
が
地

方
行
政
に
お
い
て
経
費
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
様
を
窺
え
、
し
か
も
そ
の
経
費
目
と
し
て
市
舶
司
行
政
を
捨
う
州
で
あ
る
以
上
市
舶
行
政
に

閲
す
る
費
目
が
畢
が
る
の
は
首
然
と
し
て
、
そ
れ
に
限
ら
ず
、

一
般
的
地
方
行
政
に
お
け
る
費
目
も
含
ま
れ
て
い
た
。
市
舶
司
財
政
は
園
家
財

源
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
地
方
行
政
の
財
政
運
用
に
お
い
て
も
活
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
諒
解
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
雨
湖
市
舶
司
で
も
同
様
の

(
却
)

財
政
運
用
が
見
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
宋
代
地
方
行
政
に
お
け
る
財
政
運
用
権
は
中
央
政
府
に
収
数
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
る
が
、
商

船
に
課
さ
れ
一
般
財
源
と
さ
れ
た
捨
脚
銭
は
泉
州
市
舶
司
濁
自
の
財
源
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
こ
に
市
舶
司
行
政
の
濁
白
裁
量
、
あ
る
い

は
地
域
性
も
垣
間
見
ら
れ
よ
う
。

抽
解
・
博
買
さ
れ
た
物
貨
の
内
、
上
供
物
貨
は
宋
朝
園
家
の
固
家
歳
入
と
し
て
計
上
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
含
め
た
市
舶
司
財
政
に
闘
す
る



財
政
報
告
に
つ
い
て
見
て
お
く
と
、
『
宋
命
日
要
』
職
官
四
四
|
一
回
、
紹
興
二
年
(
一

一
一
一
一
一
一
)
正
月
二
六
日
の
詔
で
は
、

詔
す
ら
く
戸
部
を
し
て
雨
湖
等
一
一
一
路
提
奉
市
舶
司
の
年
分
を
酌
中
せ
し
起
謹
上
京
物
数
、
井
ぴ
に
抽
解
博
買
せ
し
賓
用
過
銭
数
、
及
び
責

過
せ
し
物
色
若
干
等
、
起
護
を
権
住
し
て
よ
り
後
来
、
所
有
抽
解
買
責
到
せ
し
息
銭
を
取
曾
せ
し
め
、
益
ぴ
に
此
れ
に
依
り
て
聞
且
ハ
し
、

尚
書
省
に
申
せ
よ
。
内
に
雨
湖
は
近
便
に
係
り
、
の
お
限
を
責
し
て
回
報
し
、
先
次
措
置
せ
よ
。

と
、
戸
部
は
雨
湖
等
三
路
の
提
奉
市
舶
司
の
年
平
均
に
お
け
る
上
供
物
数
、
抽
解
博
買
で
賓
際
に
用
い
た
銭
数
と
責
り
裁
い
た
物
色
が
何
で
あ

っ
た
か
、
ま
た
護
迭
を
一
時
中
止
し
た
後
の
全
て
の
抽
解
博
買
に
よ
り
得
た
息
銭
を
監
査
し
て
箇
係
書
き
に
し
、
向
書
省
に
申
上
す
る
こ
と
が

命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
戸
部
は
市
舶
司
に
お
け
る
上
供
物
数
と
、
賓
際
の
抽
解
・
博
買
に
用
い
た
銭
数
・
博
買
で
得
た
物
貨
の
販
貫
目
録
、

ま
た
利
息
銭
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
尚
書
省
へ
報
告
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
雨
漸
市
舶
司
は
近
い
の
で
期
限
を
限
っ
て
さ
き
に
措

置
す
る
よ
う
詔
が
出
て
い
る
。
こ
の
戸
部
に
よ
る
市
舶
財
政
監
査
は
、
市
舶
司
に
よ
る
上
供
額
か
ら
、
市
舶
司
が
貰
際
に
行
っ
た
抽
解
・
博
買

さ
ら
に
責
却
し
た
品
目
と
そ
の
利
益
に
ま
で
亘
り
、
市
舶
財
政
牧
入
と
そ
の
上
供
分
(
中
央
財
政
分
)
を
把
握
す
る
こ
と
を
念
頭
に

の
線
数
、
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置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
「
酌
中
年
分
」
と
し
て
年
平
均
額
を
提
出
さ
せ
て
い
る
の
も
、
市
舶
司
貿
易
が
利
盆
等
の
年
額

を
設
定
せ
ず
(
或
い
は
で
き
ず
)
、
経
常
的
な
定
額
を
出
せ
な
か
っ
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
同
じ
く
『
宋
曾
要
』

の
史
料
に
よ
れ
ば
翌
年
に
は
、
戸
部
は
先
の
朝
旨
を
受
け
て
、
雨
漸
市
舶
司
に
お
け
る
以
前
の
年
平
均
し
た
上

供
物
と
そ
の
数
量
、

一
時
上
供
を
中
止
し
て
か
ら
の
抽
解
・
博
買
、
及
ぴ
市
舶
司
自
ら
が
責
り
捌
い
た
物
数
、
利
自
ω
銭
を
監
査
し
、
箇
係
書
き

で
上
申
し
た
。
ま
た
併
せ
て
支
出
の
賓
際
総
額
、
保
管
場
所
な
ど
を
は
っ
き
り
と
説
明
し
、
同
献
損
や
侵
隠
の
チ
ェ
ッ
ク
を
行
い
、
恒
久
の
措
置

や
利
害
を
尚
書
省
へ
申
上
し
た
。
そ
し
て
戸
部
が
雨
湖
市
舶
司
の
財
政
報
告
を
監
査
す
る
と
、
市
舶
司
費
用
の
勝
手
な
乱
用
が
あ
り
名
目
も
一

致
せ
ず
扶
損
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
こ
で
戸
部
は
斯
西
提
刑
司
に
監
督
さ
せ
て
、
市
舶
司
の
建
炎
四
年
(
二
三
O
)
以
後
の
支
出
す
べ
き
鏡
物

の
項
目
数
を
調
べ
、
支
出
す
べ
き
で
な
い
銭
数
は
追
及
し
て
官
に
戻
し
、
そ
れ
を
博
買
本
銭
(
博
買
の
潟
の
元
手
)
に
添
入
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
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し
た
。
な
お
週
刊
は
今
後
、
市
舶
務
の
舶
来
物
貨
の
抽
解
・
博
買
に
遇
え
ば
み
ず
か
ら
務
に
入
っ
て
監
官
と
と
も
に
抽
買
し
、
紹
興
三
年
(
一
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二
三
己
を
初
め
と
し
て
、
年
の
終
わ
り
に
各
務
を
監
査
し
て
箇
係
書
き
で
申
遮
し
、
博
買
し
た
物
貨
の
名
色
数
目
を
は
っ
き
り
さ
せ
、
本
銭

で
利
息
を
運
管
し
、
支
捕
、
つ
べ
き
銭
物
は
細
帳
状
(
細
目
帳
簿
)
に
付
け
漸
西
提
刑
司
に
申
上
す
る
よ
う
戸
部
は
奏
請
し
、
こ
れ
に
従
う
よ
う

(ω) 

詔
が
下
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
中
央
の
戸
部
が
雨
崩
市
舶
司
の
取
り
扱
う
上
供
物
数
や
、
抽
解
・
博
買
等
の
額
数
を
把
握
で
き
て
お
ら
ず
、

ま
た
正
首
で
な
い
財
政
運
用
が
あ
っ
た
た
め
に
、
通
判
が
帳
簿
に
付
け
て
そ
れ
を
斯
西
提
刑
司
に
報
告
し
、
ま
た
漸
西
提
刑
司
も
次
年
度
の
上

供
す
べ
き
銭
物
の
合
同
計
監
査
を
す
る
よ
う
命
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
記
事
か
ら
窺
え
る
こ
と
は
、
戸
部
が
雨
新
市
舶
司
に
お
け
る
上
供
数
日
・
抽
解
博
買
数
目
・
物
貨
責
却
数
日
・
息
銭
数
な
ど
の
市

舶
司
財
政
の
賓
態
を
的
確
に
把
握
し
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
縛
運
司
な
ど
他
の
地
方
官
司
か
ら
の
財
政
侵
擾
を
受
け
て
い
た
た
め
に
、
銭
物
麿

在
額
と
見
在
額
が
符
合
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

南
宋
の
戸
部
は
市
舶
司
か
ら
の
四
種
の
財
政
報
告
(
上
供
額
・
抽
解
博
買
額
・
物
貨
責
却
額
・
利
盆
額
)
を
受
け
て
園
家
財
政
に
轄
用
し
た
。
し
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か
し
な
が
ら
市
舶
司
の
収
入
支
出
細
目
等
は
常
賦
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
皇
帝
で
さ
え
も
預
か
り
知
ら
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
高
宗
は
御
史
蓋

検
法
の
張
関
に
市
舶
の
歳
入
が
幾
ら
か
を
問
、
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
に
封
し
て
、
抽
解
と
和
買
と
で
年
毎
に
お
よ
そ
二

O
O高
絹
と
張
関
が

答
え
て
い
る
。
そ
こ
で
高
宗
は
、
三
路
の
(
市
舶
の
)
収
入
は
常
賦
以
外
の
も
の
で
あ
り
、
戸
部
が
い
か
に
牧
支
し
て
い
る
か
が
分
か
ら
な
い

(
引
)

と
し
て
、
輔
臣
に
命
じ
て
貫
教
を
間
奏
さ
せ
て
い
る
。

と
は
い
え
、
市
舶
行
政
に
よ
る
牧
入
の
国
家
財
政
へ
の
財
源
化
は
宋
代
を
下
る
ご
と
に
進
み
、
県
寧
二
年
(
一

O
六
九
)
九
月
に
は
ま
だ

(
幻
)

「
東
南
は
利
固
の
大
な
る
こ
と
、
舶
商
も
亦
た
其
の
一
に
居
る
」
と
さ
れ
た
の
が
、
南
宋
の
紹
興
七
年
(
二
三
七
)
閏
一

O
月
に
は
「
市
舶

(
必
)

の
利
は
最
も
厚
く
、
若
し
措
置
す
る
こ
と
宜
し
き
に
合
え
ば
、
得
る
所
は
動
も
す
れ
ば
寓
を
以
て
計
る
」
、
同
一
六
年
(
二
四
六
)
九
月
二
五

(
叫
)

日
に
は
「
市
舶
の
利
は
、
頗
る
園
用
を
助
く
」
と
あ
り
、
ま
た
前
述
の
よ
う
に
そ
の
額
面
も
漸
次
多
く
な
っ
て
い
た
。
そ
の
背
後
に
中
国
海
商

活
動
の
増
加
と
そ
れ
に
件
、
つ
市
舶
司
の
抽
解
・
博
買
に
よ
る
利
盆
増
加
を
誼
み
取
っ
て
も
大
過
な
か
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
市
舶
に
よ
る
財
政

牧
入
は
そ
も
そ
も
決
し
て
安
定
的
な
も
の
で
は
な
い
。
『
賓
慶
四
明
志
』
に
も
「
慶
元
司
の
征
、
尤
も
海
舶
の
至
る
や
否
や
を
覗
い
、
税
額
は



(
釘
)

諌
め
走
む
べ
か
ら
ず
」
と
喝
破
さ
れ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
市
舶
牧
入
に
国
家
財
政
の
比
重
を
置
け
ば
お
く
ほ
ど
、
絶
え
ず
市
舶
牧
入
の

安
定
的
確
保
を
目
指
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
南
宋
高
宗
期
以
降
に
お
け
る
外
蕃
商
人
の
抽
解
・
博
買
奨
聞
に
よ
る
補
官
制
度
や
、
商
人
の
他

(

訂

)

(

必

)

州
特
買
の
許
可
、
ま
た
そ
の
際
の
二
重
抽
解
な
ど
が
圃
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
ま
た
、
市
舶
牧
入
は
地
方
の
市
舶
財
政
に
と
っ
て
は
巨
利
に
上

(ω) 

る
た
め
、
市
舶
財
政
の
倫
盗
・
侵
擾
な
ど
の
弊
害
を
生
み
出
し
、
市
舶
官
と
商
人
な
ど
と
の
癒
着
も
あ
っ
て
、
中
央
戸
部
は
園
家
歳
入
の
増
加

を
目
指
し
市
舶
司
に
封
し
て
た
び
た
び
財
政
監
査
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
淳
照
元
年
(

一
七
四
)
七
月
一
一
一
日
に
戸
部
侍
郎
察
読
は
、
幹
辞
諸
軍
審
計
司
超
汝
誼
に
委
任
し
て
臨
安
府
・
明
州
・
秀
州
・
温
州

市
舶
務
に
行
き
、
抽
解
博
買
し
て
上
供
す
べ
き
物
貨
、
並
び
に
積
年
に
亘
っ
て
民
間
に
出
買
す
べ
き
市
舶
物
貨
の
現
存
数
を
徹
底
的
に
総
括
さ

(
却
)

せ
て
行
在
に
解
迭
さ
せ
、
所
属
は
迭
納
し
て
、
適
宜
に
出
買
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
す
る
と
、
雨
斯
市
舶
務
に
停
滞
す
る
物

貨
を
迭
納
あ
る
い
は
貰
り
下
ろ
さ
せ
、
戸
部
の
財
源
確
保
を
目
指
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
超
汝
誼
は
す
べ
て
起
護
す
れ
ば
恐
ら
く
博
易
本

」
の
記
事
に
先
立
つ
こ
と
十
年
、
乾
這
二
年
(

一
六
六
)
六
月
に
雨
湖
市
舶
司
は
廃
止
さ
れ
、
す
べ
て
の
職
務
は
雨
所
轄
運
司
が
乗
務
す
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銭
が
不
足
す
る
の
で
、
量
を
測
っ
て
遺
留
す
る
こ
と
を
申
上
し
、
字
額
残
す
よ
う
に
命
が
下
っ
て
い
る
。

る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
廃
止
の
理
由
は
雨
新
地
域
に
お
け
る
市
舶
務
が
五
か
所
に
置
か
れ
、
抽
解
・
博
買
が
多
重
・
複
雑
と
な
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
を
受
け
て
雨
漸
轄
運
司
が
市
舶
司
財
政
に
関
係
す
る
収
支
報
告
を
行
う
こ
と
と
な
っ
た
。
『
慶
元
保
法
事
類
』
巻
三

六
、
庫
務
門
倉
庫
式
に
牧
め
る
慶
元
年
間
(

一
九
五
二
一
O
O
)
昔
時
の
轄
蓮
司
の
行
う
年
末
牧
支
報
告
書
(
「
牧
支
見
在
銭
物
状
」
)
に
は
、

市
舶
で
得
た
賓
貨
に
つ
い
て
の
牧
支
も
加
え
て
い
る
。
故
に
こ
の
文
書
式
は
そ
れ
ま
で
市
舶
司
の
設
置
さ
れ
て
い
た
雨
斯
轄
蓮
司
に
も
首
て
は

ま
る
。
そ
し
て
牧
支
報
告
の
記
載
事
項
に
闘
し
、
年
牧
入
に
つ
い
て
は
抽
解
に
お
け
る
年
々
増
加
額
或
い
は
鉄
損
額
、
ま
た
博
買
に
お
け
る

年
々
増
加
額
或
い
は
歓
損
額
、
年
支
出
に
つ
い
て
は
購
入
賓
費
額
と
そ
の
年
々
増
加
額
或
い
は
歓
損
額
・
上
供
額
の
年
々
増
加
額
或
い
は
快
損

額
を
尚
書
戸
部
へ
報
告
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
縛
運
司
は
通
常
、
所
管
州
よ
り
租
税
の
牧
支
決
算
書
で
あ
る
銭
吊
帳
を
受
け
て
銭
吊
計
帳
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を
出
問
主
目
に
報
告
す
る
が
、
別
途
に
市
舶
関
係
財
政
牧
支
も
併
せ
て
報
告
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
白
書
戸
部
に
よ
る
度
重
な
る
市
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舶
司
財
政
報
告
の
要
求
の
後
を
受
け
た
こ
の
縛
運
司
年
末
牧
支
報
告
に
よ
っ
て
、
市
舶
司
関
係
牧
支
が
戸
部
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
と
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
で
も
貫
教
把
握
が
難
し
か
っ
た
こ
と
は
先
の
戸
部
侍
郎
察
設
の
言
葉
よ
り
窺
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
市
舶
司
行
政
に
よ
る
牧
入
は
、
特
に
南
宋
政
権
の
国
家
財
政
に
と
っ
て
重
要
度
を
よ
り
増
し
、
そ
の
市
舶
財
政
報
告
も
不
可

依
な
も
の
と
な
っ
た
が
、

や
は
り
常
賦
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
園
家
財
源
へ
の
上
供
に
首
た
っ
て
は
、
年
額
を
定
め
て
年
一
回
に
迭
納
す
る
の

(
日
)

一
定
数
量
に
達
し
た
段
階
で
順
次
護
送
と
い
う
手
順
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
か
ら
も
市
舶
に
よ
る
収
入
が
不
定
期
で
、
牧
入
を
計
算

し
て
国
家
歳
入
に
計
上
で
き
る
安
定
的
歳
入
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
牧
入
額
も
定
額
で
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
泉
州
市
舶
司
で

で
は
な
く
、

見
た
よ
う
な
市
舶
司
に
お
け
る
財
政
運
用
の
濁
白
裁
量
を
許
し
、
中
央
の
戸
部
は
そ
の
賓
教
を
把
握
し
え
ず
、
園
家
財
源
の
確
保
の
た
め
に
雨

湖
市
舶
司
な
ど
へ
た
び
た
び
監
査
を
入
れ
て
い
た
。
そ
し
て
雨
街
地
域
に
お
い
て
は
、
孝
宗
期
以
降
に
市
舶
司
の
廃
止
と
韓
運
司
に
よ
る
市
舶

司
関
係
牧
支
報
告
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
抽
解
・
博
買
等
に
よ
る
こ
れ
ら
市
舶
牧
入
の
安
定
的
圃
家
財
源
化
、
及
び
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各
市
舶
司
に
お
け
る
地
方
財
政
運
用
の
制
限
は
宋
代
を
通
じ
て
結
局
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
む
し
ろ
在
地
で
の
濁
自
裁
量
権
を
許
し
た
融

通
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
以
上
に
よ
っ
て
、
先
に
引
い
た
御
史
牽
検
法
の
張
闘
が
高
宗
に
封
し
て
「
先
ご
ろ
、
か
た
じ
け

な
く
も
舶
司
を
領
す
る
こ
と
わ
ず
か
二
年
、
ひ
そ
か
に
嘗
て
そ
の
利
害
の
灼
然
た
る
も
の
を
求
め
れ
ば
、
法
令
が
い
ま
だ
備
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

一
帽
建
・
唐
南
は
そ
れ
ぞ
れ
務
を
一
州
に
置
き
、
雨
制
市
舶
務
は
五
箇
所
に
分
建
し
て
い
ま
す
。
三
路
の
市
舶
は
数
千
里
離
れ
、
全
く
一
定
の
法

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
る
い
は
も
と
も
と
一
司
の
申
請
で
他
司
が
知
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
、
或
い
は
一
時
の
建
明
に
出
て
、
別
の
時
に
用

い
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
監
官
は
専
任
で
あ
っ
た
り
粂
務
で
あ
っ
た
り
し
、
人
吏
も
多
か
っ
た
り
少
な
か
っ
た
り
し
、
夷
華
の
商
人
を

待
遇
す
る
の
に
同
じ
で
あ
っ
た
り
違
っ
た
り
し
、
賞
刑
の
制
を
立
て
る
の
も
重
か
っ
た
り
軽
か
っ
た
り
し
ま
す
。
設
船
の
所
で
な
い
の
に
停
泊

す
る
の
も
禁
が
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
、
産
物
で
な
い
所
で
購
入
し
て
も
許
し
た
り
許
さ
な
か
っ
た
り
。
こ
の
よ
う
な
例
は
翠
げ
で
も
切
り
が

(
立
)

あ
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
る
そ
の
背
景
に
、
宋
代
に
お
け
る
市
舶
司
行
政
、
引
い
て
は
沿
海
行
政
が
本
質
的
に
可
愛
的
な
現
朕
封
麿
に
よ
る
結
果

で
あ
っ
た
こ
と
を
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。



結

び

に

か

え

て

(
日
)

前
稿
で
明
ら
か
に
し
た
宋
代
に
お
け
る
市
舶
司
行
政
を
そ
の
行
政
内
容
で
あ
る
出
圃
・
入
園
・
綱
運
等
の
規
定
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
愛
遷

を
見
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
本
論
第
一
章
で
見
た
よ
う
な
漢
商
出
固
に
際
し
て
の
園
家
的
規
定
(
公
患
の
護
給
な
ど
)
は
、
神
宗
の
配
…

寧
・
元
豊
ご
ろ
に
仔
細
が
決
め
ら
れ
、
か
つ
崇
寧
年
聞
に
か
け
て
出
入
禁
止
園
の
解
除
が
進
み
、
以
後
南
宋
時
代
と
な
っ
て
も
さ
ほ
ど
大
き
な

改
革
は
進
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
背
後
に
は
雨
所
地
域
に
お
け
る
海
商
の
海
上
交
易
活
動
の
掻
大
・
増
加
が
珠
想
さ
れ
る
が
、
ま
た
そ
の
結

果
と
し
て
公
恵
護
給
制
度
の
園
家
的
容
認
に
よ
っ
て
中
園
海
商
の
海
上
交
易
を
さ
ら
に
促
進
し
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
漢
蕃
商
人
の
入
国
規
定
に

閲
し
て
は
、
抽
解
・
博
買
規
定
が
照
寧
年
間
ご
ろ
ま
で
に
大
方
そ
ろ
い
つ
つ
も
、
接
大
し
た
海
商
の
海
上
交
易
の
結
果
と
し
て
抽
解
・
博
買
を

行
う
舶
来
物
貨
が
時
代
を
下
る
ご
と
に
よ
り
一
層
豊
富
と
な
り
、
そ
の
市
舶
司
に
よ
る
上
供
物
貨
・
出
買
物
貨
の
改
定
も
徽
宗
期
や
高
宗
期
に
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進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
公
患
を
護
給
し
た
市
舶
司
の
み
で
抽
解
・
博
買
を
受
け
る
こ
と
が
宋
朝
の
基
本
的
姿
勢
で
あ
っ
た
が
、
時
事
に

臨
応
じ
て
、
特
に
雨
所
市
舶
司
下
の
各
市
舶
務
(
華
亭
・
温
・
江
陰
等
)
で
の
拍
解
・
博
買
を
認
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
漢
蕃
商
人
は
入
国
し
抽

解
・
博
買
を
経
た
後
、
残
っ
た
物
貨
を
他
州
へ
轄
買
に
出
か
け
た
が
、
こ
れ
も
元
豊
の
市
舶
候
例
制
定
以
降
に
許
可
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
見
れ
ば
海
商
た
ち
の
商
業
活
動
旺
盛
化
に
封
し
て
宋
朝
は
掻
大
的
に
許
可
を
加
え
て
い
っ
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
う
し
た
商
人
の

商
業
活
動
の
掻
大
に
麿
じ
て
舶
来
物
貨
が
雨
湖
地
域
を
初
め
中
国
沿
海
部
で
通
流
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
同
時
に
沿
海
部
で
の
交
易
等
に
闘

す
る
問
題
が
生
じ
、
雨
漸
市
舶
司
は
「
開
」
な
ど
を
用
い
て
市
舶
司
相
互
に
、
ま
た
沿
海
制
置
使
な
ど
関
係
諸
官
司
と
連
繋
し
、
そ
の
解
決
を

国
っ
て
い
た
。
沿
海
部
に
お
け
る
商
業
活
動
の
活
設
化
に
よ
っ
て
流
通
す
る
物
貨
を
抽
解
・
博
買
す
る
市
舶
司
は
、
結
果
と
し
て
そ
の
綱
運
組

織
の
再
編
成
を
重
ね
、
首
畿
へ
と
迭
納
し
た
。
こ
う
し
た
傾
向
は
南
宋
時
代
よ
り
額
著
と
な
り
、
か
つ
市
舶
司
行
政
に
よ
る
歳
入
が
国
家
財
政

に
占
め
る
割
合
も
増
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
賓
然
し
た
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
市
舶
司
行
政
に
関
係
す
る
歳
入
は
常
賦
で
な
く
、

83 

ま
た
市
舶
司
行
政
そ
の
も
の
の
性
格
上
商
人
や
蕃
客
の
往
来
活
動
に
依
存
す
る
た
め
牧
入
が
不
定
額
で
「
入
る
を
量
る
」
こ
と
に
難
し
く
、
し
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た
が
っ
て
市
舶
司
で
の
市
舶
故
入
に
お
け
る
濁
白
裁
量
を
許
し
、
市
舶
司
財
政
の
不
正
や
他
司
か
ら
の
財
政
浸
越
を
招
く
こ
と
と
な
り
、
そ
の

た
め
南
宋
期
に
は
、
中
央
財
政
を
捨
賞
す
る
戸
部
は
た
び
た
び
財
政
申
告
を
市
舶
司
へ
命
じ
、
市
舶
司
財
政
の
国
家
財
源
化
を
目
指
し
て
い
た
。

そ
の
結
果
と
し
て
、
雨
漸
市
舶
司
は
廃
止
さ
れ
(
市
舶
務
は
存
績
)
、
雨
所
轄
運
司
に
よ
っ
て
市
舶
司
闘
係
収
支
報
告
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

宋
朝
を
通
じ
て
雨
斯
市
舶
司
行
政
は
、
た
と
え
ば
元
里
の
市
舶
候
例
制
定
を
境
と
し
て
固
定
的
に
連
邦
呂
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
新
た
な
地
方

行
政
に
直
面
す
る
中
で
、
現
場
に
お
け
る
商
人
到
来
の
賦
況
や
商
人
の
苦
情
な
ど
に
左
右
さ
れ
つ
つ
諸
問
題
に
柔
軟
に
封
磨
し
つ
つ
形
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
雨
潮
市
舶
司
を
中
心
と
す
る
地
方
諸
官
司
は
頻
繁
に
「
闘
で
「
拭
」
な
ど
の
丈
書
を
相
互
に
迭
付
し
情
報
の
共
有
に
努

め
て
も
い
た
。
そ
し
て
雨
漸
地
域
を
始
め
と
す
る
一
偏
の
沿
海
地
域
で
行
わ
れ
た
市
舶
司
行
政
が
宋
代
を
通
じ
て
園
家
の
政
治
運
昔
、
特
に
南

宋
に
お
け
る
園
家
財
政
運
用
を
大
き
く
左
右
す
る
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
酷
に
、
宋
代
に
お
け
る
沿
海
行
政
の
政
治
的
重
要
化
の
一
端
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
雨
街
地
域
の
場
合
、
そ
れ
は
結
果
的
に
は
雨
斯
市
舶
司
の
駿
止
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
宋
代
を
通
じ
、
特
に
南
宋
孝

宗
期
以
降
は
市
舶
司
行
政
を
園
家
財
政
的
側
面
よ
り
重
要
覗
し
擦
大
的
に
海
商
活
動
を
奨
勘
利
用
し
た
た
め
、
南
宋
末
元
初
の
爾
斯
地
域
、
近
遺

(
日
)

に
お
け
る
海
商
活
動
の
許
容
と
放
任
に
結
賓
し
、
著
名
な
蒲
書
庚
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
海
商
の
軍
事
集
圏
化
へ
と
導
か
れ
た
の
で
あ
り
、
明
初
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に
い
た
っ
て
国
家
に
よ
る
海
商
活
動
に
封
す
る
統
制
的
沿
海
行
政
(
沿
海
部
民
衆
へ
の
海
禁
と
市
舶
司
貿
易
の
併
存
、
や
が
て
市
船
司
貿
易
の
廃
止
と

(
日
)

朝
貢
貿
易
の
シ
ス
テ
ム
化
)
が
開
始
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

+
Z
 

-=-回(
1
)

石
井
正
敏
「
一

O
世
紀
の
園
際
愛
動
と
日
宋
貿
易
」
(
「
ア
ジ
ア
か

ら
見
た
日
本
』
二
、
角
川
書
出
、
一
九
九
二
年
)
、
拙
稿
「
九
世
紀

に
お
け
る
束
ア
ジ
ア
海
域
と
海
商
|
|
徐
公
直
と
徐
公
祐
|
|
」

(
『
人
文
研
究
』
五
八
、
二
O
O
七
年
三
月
三

(
2
)

家
島
彦
一
「
イ
ン
ド
洋
交
易
ル
1
ト
の
繁
栄
|
|
唐
と
ア
ッ
パ
ー

ス
朝
を
結
ぶ
ル
I
ト
と
港
」
(
『
海
が
創
る
文
明
|
|
イ
ン
ド
洋
海
域

世
界
の
歴
史
」
朝
日
新
聞
祉
、
一
九
九
三
年
)
。

(
3
)

舶
来
物
品
の
う
ち
特
に
貿
易
陶
磁
に
闘
し
て
は
、
範
井
明
徳
『
日

本
貿
易
陶
磁
史
の
研
究
』
(
同
朋
舎
、
一
九
八
六
年
)
、
山
本
信
夫

「H
本
・
東
南
ア
ジ
ア
海
域
に
お
け
る
九
1
一
O
世
紀
の
貿
易
と
イ
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ス
ラ
ム
陶
器
」
(
『
岡
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
」
九
四
、
二

O

O
二
年
三
月
)
。

(
4
)

宮
川
向
志
「
孫
恩
・
慮
循
の
乱
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
一

O

二
・
三
、
一
九
七
一
年
一
二
月
)
。

(
5
)

松
浦
章
『
中
園
の
海
賊
』
(
東
方
書
庖
、
一
九
九
五
年
)
。

(
6
)

拙
稿
「
貿
易
と
都
市
|
|
宋
代
市
舶
司
と
明
州
|
|
」
(
『
東
方

向
学
』
一
一
六
、
二

O
O
八
年
七
月
)

0

(
7
)

和
出
久
徳
「
唐
代
に
お
け
る
市
舶
司
の
創
置
」
(
『
和
田
博
士
古
稀

記
念
東
洋
史
論
叢
』
講
談
祉
、
一
九
六
一
年
)

0

(
8
)

藤
H
翌
八
「
宋
代
の
市
舶
司
及
び
市
舶
候
例
」
(
『
東
西
交
渉
史
の

研
究
|
|
南
海
篇
』
荻
原
星
文
館
、
一
九
四
三
年
)
、
桑
原
隊
戒

『
蒲
毒
庚
の
事
蹟
|
|
唐
宋
時
代
に
於
け
る
ア
ラ
ブ
人
の
支
那
通
商

の
概
況
殊
に
宋
末
の
提
拳
市
舶
西
域
人
』
(
岩
波
書
応
、
一
九
三
五

年
)
、
森
克
己
『
日
宋
貿
易
の
研
究
』
(
図
書
刊
行
舎
、
一
九
七
五

年
)
、
土
肥
(
草
野
)
裕
子
「
北
宋
末
の
市
舶
制
度
|
|
宰
相
・
察

京
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
(
『
史
川
』
二
、
一
九
六
一
年
一

O
月
)
、
同

「
宋
代
提
奉
市
舶
の
職
官
に
つ
い
て
」
(
『
史
州
』
七
、
一
九
六
六
年

一
O
月
)
、
中
村
治
兵
衛
「
宋
代
明
州
市
舶
司
(
務
)
の
運
用
に
つ

い
て
」
(
『
人
文
研
紀
要
』
(
中
央
大
墜
人
文
科
同
学
研
究
所
)
一
一
、

一
九
九

O
年
)
、
榎
本
渉
「
明
州
市
舶
司
と
東
シ
ナ
海
交
易
圏
」

(
『
束
ア
ジ
ア
海
域
と
日
中
交
流
|
|
九
j

一
回
世
紀
」
吉
川
弘
文

館
、
二

O
O
七
年
)
、
同
「
宋
代
市
舶
司
貿
易
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
」

(
歴
史
皐
研
究
舎
編
『
シ
リ
ー
ズ
港
町
の
世
界
史
三
港
町
に
生
き

る
』
青
木
書
出
、
二

O
O
六
年
)
o

ま
た
一
九
八

0
年
代
ま
で
の
市

舶
司
研
究
史
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
張
鮮
義
「
宋
代
市
舶
司
貿
易

研
究
の
現
状
と
課
題
」
(
『
E
細

E
大
島
ナ
救
養
向
学
部
紀
要
』
二
四
、
一

九
八
一
年
)
o

中
文
研
究
も
頗
る
多
く
前
掲
張
氏
論
文
を
参
照
の
ほ

か
、
そ
の
主
な
も
の
の
み
翠
げ
れ
ば
石
文
済
「
宋
代
市
舶
司
的
設
置

輿
職
権
」
(
『
史
挙
柔
刊
』
一
、
一
九
六
八
年
)
、
陳
高
華
・
呉
泰

『
宋
元
時
期
的
海
外
貿
易
」
(
天
津
人
民
出
版
祉
、
一
九
八
一
年
)
、

黄
純
艶
『
宋
代
海
外
貿
易
』
(
枇
舎
科
墜
文
献
山
川
版
祉
、
二

O
O
一二

年
)
、
鄭
有
図
『
中
国
市
舶
制
度
研
究
』
(
幅
建
教
育
出
版
祉
、
二

O

O
四
年
)
な
ど
。

(
9
)

前
掲
注

(
6
)
の
拙
稿
「
貿
易
と
都
市
|
|
宋
代
市
舶
司
と
明
州

|
|
」
を
参
照
。

(
日
)
京
都
女
子
大
皐
東
洋
史
研
究
室
編
『
東
ア
ジ
ア
海
洋
域
圏
の
史
的

研
究
』
(
京
都
女
子
大
準
、
二

O
O
三
年
)
、
夫
馬
進
編
『
中
園
東
ア

ジ
ア
外
交
交
流
史
の
研
究
』
(
京
都
大
皐
皐
術
出
版
舎
、
二

O
O
七

年
)

0

(
日
)
『
宋
曾
要
輯
稿
』
(
以
下
『
宋
曾
要
』
と
略
稽
)
職
官
四
四
二
、

端
扶
二
年
五
月
係
、
「
詔
白
今
商
族
出
海
外
蕃
園
販
易
者
、
須
於
雨

湖
市
舶
司
陳
牒
、
請
官
給
券
以
行
、
達
者
浸
入
其
賓
貨
」

0

(
ロ
)
「
蘇
紙
文
集
』
巻
三
一
、
乞
禁
商
放
過
外
園
状
。

(
日
)
「
慶
元
係
法
事
類
』
巻
一
六
、
文
書
門
一
に
引
く
文
書
式
。
あ
る

い
は
遠
藤
隆
俊
「
宋
代
中
凶
の
パ
ス
ポ
ー
ト
|
|
日
本
信
成
尋
の
巡

嘘
|
|
」
(
『
史
的
学
研
究
』
一
一
一
一
一
七
、
二

O
O
二
年
七
月
)

0

(
M
H
)

『
績
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
三

O
七
、
元
幽
一
一
R

三
年
八
月
係
。

(
日
)
山
内
耳
口
次
「
中
園
海
商
と
王
朝
園
家
」
(
『
奈
良
平
安
期
の
日
本
と

ア
ジ
ア
』
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O
三
年
)

0

(
日
)
本
公
怨
を
用
い
た
研
究
が
H
本
史
研
究
者
に
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
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は
、
森
公
章
「
宋
朝
の
海
外
渡
航
規
定
と
日
本
信
成
尋
の
入
園
」

(
『
海
南
史
皐
」
四
回
、
二

O
O
六
年
六
月
)
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

な
お
森
論
文
で
は
本
公
患
を
精
絞
に
校
訂
し
て
お
り
、
本
文
に
引
用

す
る
公
窓
も
多
く
依
援
す
る
こ
と
を
断
わ
っ
て
お
く
。
ま
た
、
本
公

恵
史
料
の
校
訂
に
あ
た
っ
て
園
文
由
学
研
究
資
料
館
所
戒
三
候
西
本

『
朝
野
群
載
」
の
寓
員
版
を
利
用
し
た
。
利
用
に
あ
た
っ
て
は
森
公

章
氏
よ
り
コ
ピ
ー
を
頂
い
た
。
こ
こ
に
格
別
の
謝
意
を
表
し
た
い
。

(
口
)
前
掲
土
肥
(
草
野
)
祐
子
「
北
宋
末
の
市
舶
制
度
|
|
宰
相
・
察

京
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
、
榎
本
渉
「
北
宋
後
期
の
円
宋
間
交
渉
」

(
『
ア
ジ
ア
遊
同
宣
六
回
、
二

O
O
四
年
六
月
)
。

(
時
)
銭
吊
案
に
つ
い
て
『
宋
史
』
職
官
志
に
よ
れ
ば
中
央
財
政
を
管
轄

す
る
三
司
の
度
支
六
案
の
一
つ
に
奉
げ
ら
れ
、
軍
中
の
春
各
衣
・
百

官
の
俸
椋
・
左
戴
庫
の
銭
吊
や
香
薬
庫
・
権
易
務
な
ど
を
捨
常
す
る

部
署
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
公
湿
が
護
給
さ
れ
た
崇

寧
四
年
常
時
、
元
幽
一
一
円
の
官
制
改
革
に
従
っ
て
三
司
は
戸
部
に
吸
収
合

併
さ
れ
、
度
上
又
六
案
も
整
理
さ
れ
金
部
司
に
統
括
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
よ
っ
て
銭
白
山
案
は
金
銀
銭
吊
の
年
額
・
折
餅
・
封
椿
銭
物
の

催
促
を
捨
首
し
、
市
舶
関
係
は
椎
易
案
が
捨
首
す
る
こ
と
に
な
っ
た

(
『
宋
曾
要
』
食
貨
五
六
|
三
・
五
、
金
部
)
。
し
た
が
っ
て
、
首
時

の
中
央
行
政
府
の
金
部
銭
白
巾
案
は
市
舶
閥
係
を
管
轄
し
な
い
た
め
、

本
公
患
に
見
え
る
銭
向
巾
案
は
地
方
行
政
府
に
置
か
れ
た
財
務
関
係
を

捨
賞
す
る
部
署
と
思
わ
れ
る
。

(
印
)
膏
吏
の
位
階
等
に
つ
い
て
は
梅
原
郁
「
宋
代
膏
吏
制
の
概
親
」

(
『
宋
代
官
僚
制
度
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
八
五
年
)
を
参
照
。
中

央
官
厩
の
例
で
は
あ
る
が
、
お
よ
そ
膏
吏
の
序
列
は
上
か
ら
孔
目
・

勾
押
・
押
司
・
千
分
と
な
っ
て
い
る
。
地
方
州
府
使
院
に
も
都
孔
目

官
・
都
勾
押
官
が
そ
れ
ぞ
れ
一
名
目
青
か
れ
、
以
下
膏
吏
が
置
か
れ
た

(
『
宋
舎
要
』
職
官
四
七
一
、
刈
知
諸
州
府
軍
監
)
o

ま
た
市
舶
司

に
孔
目
官
や
手
分
(
『
宋
曾
要
」
職
官
四
四
二
三
、
紹
興
十
二
年

十
二
月
十
八
日
)
、
都
吏
・
前
行
・
後
行
・
貼
司
・
書
表
・
客
司

(
『
宋
曾
要
」
職
官
四
四
|
二
八
、
乾
道
二
年
六
月
二
十
七
日
)
な

ど
の
膏
吏
が
置
か
れ
て
い
た
。

(
初
)
明
州
市
舶
務
に
お
け
る
市
舶
粂
官
の
事
例
に
関
し
て
は
前
掲
中
村

論
文
を
参
照
。

(
幻
)
「
蘇
拭
文
集
』
巻
三
一
、
乞
禁
商
放
過
外
国
状
。

(
詑
)
「
績
資
治
通
鑑
長
編
』
巻
四
O
九
、
元
祐
三
年
三
月
。
ま
た
旦
口
英

亭
「
宋
麗
関
係
奥
密
州
板
橋
銭
」
(
『
海
交
史
研
究
』
二

O
O
三
年
第

二
期
)
を
参
照
。

(
お
)
平
田
茂
樹
「
宋
代
地
方
政
治
管
見
|
|
剖
子
、
帖
、
牒
、
申
状
を

手
掛
か
り
と
し
て
|
|
」
(
『
東
北
大
皐
東
洋
史
論
集
」
二
、
二

O

O
七
年
三
月
)
に
よ
る
と
、
「
閥
」
式
文
書
は
「
長
官
を
同
じ
く
す

る
官
司
同
士
が
闘
係
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
文
書
を
や
り
と
り
す
る
際

に
こ
の
形
式
を
用
い
る
」
と
逮
べ
る
が
、
『
慶
元
保
法
事
類
』
巻
一

六
、
文
書
門
に
は
「
官
司
の
長
官
を
同
じ
く
し
戦
局
を
別
に
す
る
者
、

羽
U
引
凶
事
相
い
関
す
る
有
れ
ば
、
姐
問
叫
此
の
式
を
用
ゆ
」
と
あ

っ
て
、
長
官
を
同
じ
く
す
る
官
司
同
士
の
場
合
か
、
関
係
あ
る
事
柄

の
場
合
か
に
分
け
て
考
え
る
の
が
よ
か
ろ
う
。
こ
こ
に
見
え
る

「
閥
」
式
文
書
も
、
長
官
を
同
じ
く
す
る
官
司
同
士
の
場
合
で
は
な

く
、
相
関
す
る
事
制
で
あ
っ
た
た
め
に
「
閥
」
式
文
書
を
用
い
た
の

で
あ
ろ
う
。
ま
た
平
田
氏
は
本
史
料
に
鰯
れ
て
「
闘
報
」
と
い
う
文
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書
の
存
在
を
指
摘
す
る
が
、
「
闘
も
て
報
ず
」
と
訓
ず
る
も
の
と
考

え
る
。

(μ)

『
蘇
戟
文
集
』
巻
三
一
、
乞
禁
商
旅
過
外
図
版
。

(
お
)
前
章
崇
寧
公
窓
を
参
照
、
ま
た
前
掲
中
村
論
文
を
参
照
。

(
お
)
近
藤
一
成
「
文
人
官
僚
蘇
戟
の
針
高
麗
政
策
」
(
『
史
滴
』
一
一
一
一
一
、

二
O
O
一
年
一
一
一
月
、
の
ち
「
宋
代
中
園
科
奉
枇
舎
の
研
究
』
汲
古

書
院
、
二

0
0九
年
に
所
牧
)
。

(
幻
)
『
四
庫
全
書
線
目
』
巻
二
六
三
、
集
部
別
集
類
、
「
履
粛
遺
集
』

に
依
る
。

(
お
)
『
開
慶
四
明
績
志
』
中
恋
人
、
奏
状
。

(
却
)
『
開
慶
四
明
績
志
』
巻
八
、
申
状
。

(
鈎
)
『
宋
史
』
巻
二
六
八
、
張
遜
停
、
「
再
選
香
薬
庫
使
。
嶺
南
平
後
、

交
祉
歳
入
-
真
、
通
閥
市
。
並
海
商
人
遂
浮
舶
販
易
外
園
物
、
閤

婆
・
一
一
一
悌
斉
・
渇
泥
・
占
城
諸
岡
亦
歳
至
朝
貢
、
由
是
犀
象
・
香
察
、

珍
異
充
溢
府
庫
。
遜
請
於
京
置
椎
易
者
、
梢
増
其
債
、
聴
商
入
金

吊
市
之
、
恐
其
販
督
、
歳
可
獲
銭
五
十
寓
縄
、
以
済
経
費
。
太
宗
允
、

一
歳
中
呆
得
三
十
高
緒
。
白
日
疋
歳
有
増
羨
、
至
五
十
寓
」

0

(
幻
)
『
宋
史
』
巻
一
八
六
、
食
貨
、
互
市
舶
法
。
及
び
『
文
献
通
考
」

巻
二
十
、
市
視
聴

0

(
幻
)
『
卑
海
闘
志
』
巻
三
、
席
代
事
賓
所
引
。

(
お
)
宮
津
知
之
「
北
宋
の
財
政
と
貨
幣
経
済
」
(
同
『
宋
代
中
園
の
園

家
と
経
済
』
創
文
枇
、
一
九
九
八
年
)

0

(
弘
)
『
文
献
通
考
』
巻
二

O
、
市
雑
。
な
お
、
諸
論
文
に
お
い
て
市
舶

の
利
盆
に
閲
す
る
箇
所
で
、
そ
の
数
字
が
銭
数
を
示
す
の
か
(
鱈
或

い
は
貰
)
、
香
薬
の
線
量
教
を
示
す
の
か
に
つ
い
て
あ
ま
り
注
意
さ

れ
て
い
な
い
(
前
掲
石
論
文
や
土
肥
論
文
な
ど
)
。
唐
後
小
期
か
ら

宋
代
の
財
政
に
お
い
て
、
諸
税
品
目
の
総
物
量
数
を
加
算
的
に
表
現

す
る
方
法
が
見
ら
れ
、
首
該
史
料
で
も
銭
敷
そ
の
も
の
を
指
す
の
で

は
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
詳
し
く
は
前
掲
宵
津
知
之
「
北
宋
の

財
政
と
貨
幣
経
済
」
を
参
照
。

(
お
)
「
文
献
通
考
』
巻
二

O
、
市
裂
。

(
お
)
前
掲
桑
原
隙
蔵
『
清
書
庚
の
事
蹟
』
。

(
幻
)
前
掲
注

(
6
)
の
拙
稿
「
貿
易
と
都
市
|
|
宋
代
市
舶
司
と
明
州

|
|
」
を
参
照
。

(
お
)
曹
助
『
松
陰
文
集
」
巻
二
三
、
上
皇
帝
書
十
四
事
、
「
縞
見
麿
泉

二
州
市
舶
司
、
南
商
充
初
、
毎
州
一
歳
、
不
下
三
五
百
寓
計
」
c

(
鈎
)
宮
津
知
之
「
中
園
専
制
岡
家
財
政
の
展
開
」
(
『
岩
波
講
座
世
界
歴

史
中
華
の
分
裂
と
再
生
」
九
、
岩
波
書
庖
、
一
九
九
九
年
)
。

(
却
)
「
宋
合
要
」
職
官
四
四
|
一
六
、
紹
興
三
年
六
月
四
日
係
、
「
昨

承
朝
旨
、
取
曾
雨
糊
市
舶
司
己
前
酌
中
年
分
起
護
上
京
物
数
若
干
等

教
、
権
往
起
鼎
筑
後
来
抽
解
韓
買
、
及
一
面
責
過
物
数
、
所
用
本
柄
牧

到
息
銭
、
並
依
此
開
具
供
申
。
何
分
明
聾
説
、
曾
如
何
支
使
見
在
之

数
、
於
何
庭
椿
管
、
候
比
照
駆
考
、
有
無
防
損
侵
際
、
措
置
経
久
、

可
行
利
害
、
申
向
童
日
省
。
本
部
行
下
本
司
、
取
舎
開
具
、
依
庭
回
報

去
後
。
今
様
雨
糊
提
奉
市
舶
司
申
本
司
、
契
勘
臨
安
府
・
明
・
温

州
・
秀
州
華
亭
及
青
龍
近
日
場
務
、
昨
因
兵
火
、
(
貫
無
以
前
文
字
供

掻
本
司
。

A
I
依
廃
勝
本
路
牧
復
以
後
、
建
炎
四
年
・
紹
興
元
年
・
二

年
内
、
取
紹
興
一
川
年
酌
中
一
年
一
路
抽
解
・
博
買
到
貨
物
、
比
附
起

護
愛
買
収
到
本
息
銭
数
目
、
閲
兵
如
後
。
一
本
路
諸
州
府
市
舶
務
五

慮
、
紹
興
元
年
一
全
年
共
抽
解
一
十
高
九
百
五
十
二
斤
零
一
十
四
雨
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尺
銭
二
字
八
竿
艮
等
。
本
部
尋
行
駆
考
得
、
難
有
所
収
息
銭
、
其
開

多
有
一
面
支
使
、
名
色
不
一
、
例
各
不
見
具
、
致
許
上
又
係
法
比
、
欲

再
行
取
合
。
又
恐
内
有
違
法
、
檀
支
数
日
、
遷
延
月
日
、
不
肯
依
公

団
報
、
若
不
別
作
掌
劃
。
又
縁
市
舶
務
所
管
朝
廷
銭
物
浩
品
側
、
唯
在

提
拳
司
検
察
拘
轄
、
似
此
深
恐
得
以
侵
用
、
因
而
陥
失
財
計
o
A
I
相

度
欲
乞
委
湖
西
提
刑
司
、
取
索
市
舶
司
自
建
炎
四
年
以
後
磨
支
使
銭

物
案
名
数
照
、
井
許
支
係
法
指
揮
、
逐
一
子
細
駈
磨
、
将
不
合
支

破
銭
敷
、
依
奮
係
迫
理
、
援
還
入
官
、
添
助
博
買
銭
本
、
の
乞
令
諸

通
刻
、
白
今
後
遇
市
舶
務
抽
解
抽
買
客
人
物
貨
、
須
管
依
侠
弱
親
入

務
、
同
監
官
抽
買
、
及
向
紹
興
三
年
矯
始
、
歳
終
取
舎
逐
務
開
具
、

的
賓
買
到
物
貨
名
色
数
目
、
用
過
本
銭
、
管
運
利
息
、
一
際
支
使
銭
物
、

爽
細
帳
状
、
保
明
申
湖
西
提
刑
司
、
従
本
司
取
索
駆
考
。
如
梢
有
陰

、
漏
不
賓
之
教
、
並
依
無
額
上
供
法
施
行
。
若
逐
州
通
刻
不
依
法
的
親

入
務
、
同
信
官
抽
買
、
亦
乞
令
提
刑
司
按
劾
施
行
。
詔
依
」

0

(
日
)
『
文
献
通
考
』
巻
二

O
、
市
薙
、
「
上
肉
間
御
史
蓋
検
法
張
関
、

舶
歳
入
幾
何
。
間
奏
、
抽
解
奥
和
買
歳
計
之
、
約
得
二
百
高
絹
o

上

云
、
即
此
印
三
路
所
入
品
円
常
賦
之
外
、
未
知
戸
部
如
何
枚
附
、
如
何

支
使
。
令
輔
臣
取
賓
数
以
開
」

0

(
必
)
『
績
資
治
通
鑑
長
編
拾
補
』
巻
五
、
照
寧
二
年
九
月
壬
午
係
。

(
川
町
)
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
虫
色
一
一
六
、
紹
興
七
年
間
十
月
平
出
。

(
叫
)
『
中
興
小
紀
』
巻
三
二
、
紹
興
十
六
年
九
月
壬
反
。

(
必
)
『
賓
慶
四
明
志
』
巻
五
、
商
税
、
「
歳
有
壁
歌
、
物
有
盛
衰
、
山
山

其
途
者
有
衆
寡
、
故
征
飲
じ
ゅ
有
盈
縮
。
慶
元
司
征
、
尤
覗
海
舶
之
至

否
、
税
額
不
可
珠
定
」

0

(
必
)
『
宋
合
要
』
蕃
夷
七
四
六
の
紹
興
六
年
(
一

二
二
六
)
八
月

十
三
日
倹
及
び
七
四
八
の
紹
興
二
十
六
年
(
一
一
五
六
)
十
二
月

二
十
八
日
候
、
ま
た
職
官
四
四
一
九
の
紹
興
六
年
十
二
月
十
三
日

係
、
及
び
四
四
二
五
の
紹
興
二
十
七
年
六
月
一
日
係
。

(
U
)

「
宋
曾
要
」
職
官
四
四
九
、
崇
寧
三
年
(
一
一

O
四
)
五
月
二

十
八
日
快
。

(
必
)
「
宋
舎
要
」
職
官
四
四
|
二
六
、
隆
興
一
九
年
(
一
一
六
一
二
)
十
二

月
十
三
日
係
、
「
臣
寮
言
、
舶
船
物
貨
、
じ
経
抽
解
、
不
許
再
行
政

税
。
係
是
奮
法
。
縁
近
来
州
都
、
密
令
場
務
勅
商
人
、
将
抽
解
鈴
物

重
税
、
却
致
国
法
透
漏
、
所
失
倍
多
。
宜
行
約
束
、
庶
官
私
無
軒
、

血
ハ
販
盆
'
困
問
。
戸
部
看
詳
、
在
法
廃
抽
解
物
不
出
州
界
、
更
行
収
税
者
、

以
遠
制
論
、
不
以
去
官
赦
降
原
滅
。
欲
下
庚
州
・
幅
建
・
雨
湖
轄
運

司
井
市
舶
司
、
鈴
束
所
属
州
牒
場
務
、
遵
守
見
行
係
法
、
指
揮
施
行
。

従
之
」

0

(ω)
前
掲
榎
本
論
文
「
宋
代
市
舶
司
貿
易
に
た
ず
さ
わ
る
人
々
」

0

(
叩
)
『
宋
舎
要
』
職
官
四
四
三

O
、
淳
照
元
年
七
月
十
二
日
係
、

フ
戸
部
侍
郎
察
説
言
、
乞
委
幹
静
諸
軍
審
副
司
越
汝
誼
往
臨
安
府
・

明
・
秀
・
猟
州
市
舶
務
、
持
抽
解
・
博
買
合
起
上
供
井
積
年
合
同
開
先
貰

物
貨
、
根
括
見
数
、
解
決
一
行
在
、
所
属
迭
納
、
趣
時
出
貰
。
従
之
」
。

(
日
)
「
宋
曾
要
」
職
官
四
四
|
一
今
、
建
炎
一
五
年
(
一
一
一
一
七
)
十
月

二
十
三
日
係
、
「
承
議
郎
李
則
ニ
一
日
、
関
贋
市
舶
奮
法
、
置
場
抽
解
、

分
矯
粗
細
二
色
、
般
選
入
京
。
其
絵
粗
重
難
起
護
之
物
、
本
州
打
套

出
責
。
:
:
:
室
係
細
色
綱
、
只
是
員
珠
・
龍
脳
之
類
、
毎
一
綱
五
千

雨
。
其
鈴
如
犀
牙
・
紫
破
・
乳
香
・
檀
香
之
類
、
宝
田
係
籾
色
綱
、
毎

綱
一
寓
斤
、
凡
起
一
綱
。
差
街
前
一
名
管
押
、
支
脚
乗
謄
家
銭
、
約

計
一
百
絵
貰
」

0
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一提「
物 綱、擦奉李

本石防象貨 部首 白 人 泉 雨 充
州刻船眼 第第 第領 李己 船州 i折公
令 本家賠 三二一兵充船貨客路葱
給州事拾 甲甲甲弟 一物人市」
杖物疋 梢隻李舶(
・力耀 . . . 工 充寸割
印 戸萱生 . . . 井 町立

而絹 ~ ~ ~ 
鄭拾省省省 今〔
裕鼓疋略略略雑 将

萱'-./'-./ '-./事自

鄭面白 駐己
敦綾 権船
仁篠或 萱

伍 拾 隻
陳円疋
佑 詰
病集
域水
責t 手
伯
床 欲

往
日
本
凶

博
買
廻
賃

経
赴
明
州

市
舶
務
抽
解

t: 
乙J

I中l
.fJ.fj. 
小口
ノ丸
山

験
目日

去
者

(
臼
)
『
宋
合
要
」
職
官
四
四
|
一
一
五
、
紹
興
二
十
九
年
(
一
一
五
九
)

九
月
二
日
係
、
「
比
者
明
領
舶
司
、
僅
及
二
載
、
縞
嘗
求
其
利
害
之

灼
然
者
、
無
若
法
令
之
未
修
、
何
常
一
噛
建
慶
南
各
置
務
於
一
州
、
雨

高
川
市
舶
務
及
分
建
於
五
所
。
三
路
市
舶
相
去
各
数
千
里
、
初
無
二
-
忠

之
法
、
或
本
於
一
司
之
申
請
、
而
他
司
有
不
及
知
、
或
出
於
一
時
之

建
明
、
而
異
時
有
不
可
刷
、
監
官
之
或
専
或
晶
末
、
人
吏
之
或
多
或
寡
、

待
夷
夏
之
商
、
或
同
而
或
異
、
立
賞
刑
之
制
、
或
重
而
或
軽
、
以
至

住
舶
於
非
渡
航
之
所
、
有
禁
有
不
禁
、
買
物
於
非
産
物
之
地
、
有
許

有
不
許
、
若
此
之
類
、
不
可
築
暴
」

0

〕
に
て
表
記
し
、
脱
字
は
(

)
で
、
誤
字
は

煽
珠
萱
伯
床

参
入
委
保

89 

(
日
)
市
舶
司
に
お
け
る
山
園
・
入
園
・
綱
運
等
の
一
連
の
規
定
に
つ
い

て
は
前
掲
注

(
6
)
の
拙
稿
「
貿
易
と
都
市
|
|
宋
代
市
舶
司
と
明

州
|
|
」
を
参
照
。

(
日
)
向
正
樹
「
蒲
書
庚
軍
事
集
閣
と
モ
ン
ゴ
ル
海
上
勢
力
の
塞
頭
」

(
『
東
洋
且
字
報
』
八
九
三
、
二

O
O
七
年
二
一
月
)

0

(
日
)
檀
上
寛
「
明
初
の
海
禁
と
朝
貢
|
|
明
朝
専
制
支
配
の
理
解
に
寄

せ
て
|
|
」
(
『
明
清
時
代
史
の
基
本
問
題
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
七

年
)

0

]
で
表
記
し
た
)
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一
、
今
検
坐
救
係
卜
項

諸
商
買
於
海
道
興
販
、
間
州
制
閥
、
川
局
検
(
買
、
話
回
四
五
期
州
、
「
主
枚
倣
給
伐
自
賠
布
α
，
廻
日
、
公
振
納
住
舶
州
市
舶
司
。
即
不
請
公

擦
而
檀
行
、
或
乗
船
白
海
道
入
界
河
、
及
往
登
莱
州
界
者
、
徒
二
年
。
不
請
公
援
而
未
行
者
減
武
生
寸

0

柱
大
遼
園
者
、
徒
参
年
、
の
奏
裁
。
並
許
人
告

捕
、
給
船
物
心
十
債
充
賞
。
〔
内
不
請
公
擦
未
行
者
、
減
檀
行
之
半
。
其
己
行
者
、
給
賞
外
船
物
、
の
浸
官
〕
其
飴
在
船
人
、
難
非
船
物
主
、
各
杖
捌
拾
己

上
、
保
人
並
減
犯
人
参
等
。

勘
舎
奮
市
舶
法
、
商
客
前
難
許
至
三
悌
斉
等
慮
、
至
於
高
麗
・
日
本
・
大
食
諸
蕃
、
皆
有
法
林
一
市
不
許
。
縁
諸
蕃
園
、
遠
隔
大
海
、
山
首
斗
能
窺
伺
中
園
。

難
有
法
禁
、
亦
不
能
断
絶
、
不
完
同
同
法
私
去
。
今
欲
除
北
界
・
交
祉
外
、
其
徐
諸
蕃
園
、
未
嘗
白
川
中
園
客
者
、
リ
肌
許
前
去
。
雄
不
許
血
ハ
販
兵
制
T

器
伎
、

及
将
帯
女
口
姦
細
、
弁
逃
亡
軍
人
、
如
濯
、
庭
一
行
所
有
之
物
、
並
浸
官
。
の
披
所
出
引
、
内
外
(
分
)
明
馨
説
。

勘
舎
諸
蕃
船
州
商
客
、
岡
出
調
困
者
、
宵
域
勝
国
電
所
封
芯
均
時
」

d
M同
芯
究
所
議
議
域
経
師

AM時
付
次
捺
印
。
其
随
船
防
盗
之
具
、

兵
器
之
数
、
並
置
謄
抄
上
、
候
回
日
照
貼
、
不
得
少
故
、
如
有
損
壊
散
失
、
亦
須
具
有
照
検
一
船
人
保
明
文
駅
、
方
得
兎
罪
。

勘
舎
、
商
販
人
前
去
諸
圏
、
並
不
得
妄
稿
作
奉
使
名
目
、
及
妄
作
表
章
、
妄
有
稽
呼
、
並
以
商
販
潟
名
。
如
合
行
移
文
字
、
日
ハ
依
陳
訴
州
牒
健
例
、

具
朕
陳
述
。
如
萎
尚
首
領
、
随
船
来
諸
園
者
、
聴
従
使
。

諸
商
買
販
諸
蕃
回
〔
販
海
南
州
販
及
海
南
州
版
人
、
販
到
同
〕
、
感
抽
買
報
隠
避
者
〔
謂
曲
避
詐
匿
、
託
故
易
名
、
前
期
停
迭
、
私
自
貿
易
之
類
〕
、
綱

首
・
雑
事
・
部
領
・
梢
工
〔
令
親
戚
管
押
同
〕
、
各
徒
武
年
、
配
本
城
。
町
一
屋
募
入
管
押
、
而
所
雇
募
徒
人
情
人
避
克
、
及
所
情
人
、
准
比
那
州
編
管
。

若
引
領
停
歳
、
負
載
交
易
、
井
販
客
減
萱
等
。
品
開
人
又
減
武
等
。
蕃
園
人
不
坐
。
即
在
船
人
私
白
犯
、
准
綱
法
坐
之
。
綱
首
・
部
領
・
梢
工
同
保
人
不

覚
者
、
杖
士
山
旦
伯
以
上
、
船
物
〔
不
分
綱
首
・
飴
人
及
蕃
園
人
、
萱
人
有
犯
、
同
住
人
難
不
知
情
、
及
品
防
人
知
情
並
准
此
〕
給
賞
外
、
並
浸
官
〔
不
知
情

者
以
己
物
参
文
浸
官
〕
。

諸
海
商
舶
貨
、
避
抽
買
舶
物
麿
浸
官
、
而
己
貨
易
轄
買
者
計
直
、
於
犯
人
者
、
名
不
近
理
不
足
、
同
保
人
備
償
、
即
麿
以
船
物
給
賞
、
而
同
於
令
轄
買

者
、
韓
買
如
法
。

諸
商
買
由
海
道
販
諸
蕃
者
、
海
南
州
牒
同
、
於
非
元
委
舶
州
(
住
)
舶
者
抽
買
誌
、
報
元
委
州
、
検
賓
鈎
籍
。

諸
海
商
目
越
、
至
所
禁
園
者
、
徒
三
年
、
配
仔
里
。
即
目
以
土
所
禁
州
者
、
徒
武
年
、
配
伍
伯
旦
O

H

右
不
請
公
験
物
籍
者
、
准
行
者
徒
萱
年
、
隣
州
編
管
。

印
買
易
物
貨
、
而
報
不
注
籍
者
、
杖
萱
伯
。
同
保
人
、
減
士
一
孟
寸
。

銭
高
案
手
分
供
〔
在
判
〕
注
〔
在
判
〕

押
案
宣
〔
在
判
〕
属
〔
在
判
〕

勾
抽
[
押
カ
]
所
供
〔
在
刻
〕
孔
目
所
検
〔
在
刻
〕
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権
都
勾
丁
[
押
カ
]
〔
在
判
〕
都
孔
日
所
〔
在
判
〕

右
出
給
公
窓
、
付
制
首
李
充
牧
執
、
裏
前
須
[
項
カ
?
]
勅
牒
指
揮
、
前
去
日
本
園
、
経
他
回
、
赴
本
州
市
舶
務
抽
解
。
不
得
隠
匿
透
越
。
如
達
、
即
必
白

依
法
恨
治
施
行
。

崇
寧
四
年
六
月

H
給

朝
奉
郎
・
通
判
明
州
軍
州
・
管
勾
墜
事
・
来
市
舶
謝
〔
在
判
〕

宣
徳
郎
・
権
愛
遣
明
州
軍
州
・
管
勾
撃
事
・
提
奉
市
舶
彰
〔
在
判
〕

宣
徳
郎
・
権
愛
遣
提
血
争
市
易
等
一
事
・
策
提
琴
市
舶
徐

承
議
郎
・
策
提
奉
市
舶
郎
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yellow to the secretariat" ~!Rw~'!?:Tr:J:lif, which appears in the diary of Liu Zhi ~U 
.,_ Prior to the incident, in regard to the proposal on the functionaries, and prior 

to the presentation his proposals and after the judgment, it is clear that both vice 

directors of the Secretariat and Chancellery r:J:lif · F~Tm11if' had deliberately been 

eliminated from the decision making process. After the incident, the two simply 

provided what was no more than a formalistic consent (~if qianshu). In other 

cases also, the vice directors of the Three Departments :==: 1ifi fJt I&'§ agreed to 

them without ever meeting, and Dafang's simply issuing proposals became the 

standard practice in reality. Although Fan Zuyu never learned of the existence of 

the Office of Functionaries, he still feared Dafang's autocratic rule. The basis for 

his trepidation was twofold: the strikingly negative character of the form of the 

agreement between Dafang and the officials and the unavoidable result of collusion 

with the sub-official functionaries, xuli. It was probably recognized that if the 

counselor-in-chief were able simply to employ the xuli as he pleased, a "despo

tism" beholding to no one (particulary when the post of deputy counselor-in-chief 

was vacant) could easily be imposed. The Three-Department system of the 

Yuanyou era that granted great authority to the counselor-in-chief probably led 

Fuyu to recognition of this fact. In the ninth month of the same year, Fuyu advo

cated a return to the system of secretariat and chancellery that had preceded the 

Three Department system of Yuanfeng. 

ON THE ADMINISTRATION OF MARITIME TRADE 

OFFICES IN THE LIANGZHE REGION DURING 

THE SONG DYNASTY 

YAMAZAKI Satoshi 

Due to the rise of maritime trade following the 9th century, the Song state 

was confronted with the task of newly administrating coastal regions. Maritime 

Trade Offices m ffiB RJ were charged with trade and diplomatic relations within the 
coastal regions during the Song. The chief aim of this study is to elucidate the role 

of the Maritime Trade Offices in the administration of trade by using the 

documents exchanged by those offices. In contrast to most earlier studies of the 

Maritime Trade Offices that chiefly focused on their place in the government, I 

believe it is possible to make clear a new aspect of the administration of the Mari-
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time Trade Offices and by extension the coastal administration of the autocratic 

central government by dealing with the issuing and exchange of documents by the 

offices. 

The Maritime Trade Offices issued permits 1;: 1/!R to Chinese maritime mer

chants. And as regards documentation, the merchants would submit documents 

listing cargo and destination of their ships to the provinces; and after examining 

the documents, the provinces would forward them to the Maritime Trade Offices, 

which would then issue permits. The procedures for issuing the documentation 

was set by imperial edict in the Yuanyou 5C irU:i era, but permits had been issued 

previously; the urgent need for the administration of a Maritime Trade Offices in 

regional areas had been recognized, and thus the administration of the Maritime 

Trade Offices began from a single region. In addition, when confronted with prob

lems in maritime regions, the Maritime Trade Offices strove to obtain information 

through the exchange of documents such as guan B~ , which were exchanged be

tween various Maritime Trade Offices and local officials of equal rank in the same 

region. In the end, it was difficult to grasp the actual amount of profit gleaned 

from the irregular trade because it wasn't were no regular levy 11\'~J\:. Despite this 

fact, following the Shaoxing *tl~ era when national finances became dependent on 

the income from maritime trade, the Ministry of Revenue could not grasp the 

actual figure even though financial reporting to the ministry had become important, 

and thus it permitted financial administration to be conducted at the local level. As 

a result, the dependency on maritime trade as a source of revenue for national 

finances was linked to the elimination of the Maritime Trade Offices in the Liang

zhe j1.fJi:t!f region. 

As can be seen from the above, the administration of the Liangzhe region by 

the Maritime Trade Offices during the Song dynasty had been conducted on a re

gional basis through the Northern Song, but from the Southern Song onward the 

national government strengthened its control of government finances and the local 

offices in the Liangzhe region were ultimately abolished, which can be seen as part 

of the general process of concentrating control of maritime trade affairs in the cen

tral government. 
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